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八
）

【
正
文
】
面
謂
之
社
。
民
謂
之
郷
徒
。
郷
族
謂
之
品
官
。
自
南
河
徙
者
謂
之
人
居
。
巫
覡
謂
之
師
。
里
中
公
事
謂
之
風
俗
。
私
奴

謂
之
土
奴
。

【
和
訓
】
面
は
之
を
社
と
謂
ふ
。
民
は
之
を
郷
徒
と
謂
ふ
。
郷
族
は
之
を
品
官
と
謂
ふ
。
南
自
り
徙
る
者
は
之
を
人
居
と
謂
ふ
。

巫
覡
は
之
を
師
と
謂
ふ
。
里
中
公
事
は
之
を
風
俗
と
謂
ふ
。
私
奴
は
之
を
土
奴
と
謂
ふ
。

【
釈
語
】

・ 

面
：
行
政
単
位

【
現
代
語
訳
】
面
（
면
）
を
社
（
사
）
と
言
う
。
民
（
민
）
を
郷
徒
（
향
도
）
と
言
う
。
郷
族
（
향
족
）
を
品
官
（
품
관
）
と
言
う
。

南
よ
り
移
っ
て
き
た
者
を
人
居
（
인
거
）
と
言
う
。
巫
覡
を
師
（
스
숭
）
と
言
う
。
里
中
の
公
事
を
風
俗
（
풍
속
）
と
言
う
。
私

奴
（
사
노
）
を
土
奴
（
토
노
）
と
言
う
。

【
解
説
】
正
文
中
に
出
た
語
彙
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
は
小
倉
進
平
博
士
に
よ
り
注
釈
の
な
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
で
こ
こ
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で
先
行
研
究
と
し
て
紹
介
す
る
。

・ 

社
：
「
行
政
區
畫
の
面
に
當
る
も
の
を
社
と
い
ふ
意
味
で
あ
る
」（
小
倉
一
九
二
七
：
二
五
）。

・ 
郷
徒
：
「
今
日
一
村
内
の
組
合
の
如
き
も
の
で
、
主
と
し
て
人
の
死
亡
に
際
し
、
葬
式
の
用
具
の
調
達
し
輿
を
か
つ
ぐ
こ
と
な

ど
を
目
的
と
し
た
も
の
に
향
도
토
と
い
ふ
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
當
る
も
の
で
あ
ら
う
」（
小
倉
一
九
二
七
：
二
五
）。

・ 

品
官
：
「
今
日
品
官
と
い
ふ
語
は
行
は
れ
て
居
ら
ぬ
が
、
土
班
の
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
ら
う
」（
小
倉
一
九
二
七
：

二
五
）。〈
品
官
〉
と
は
一
般
に
は
、
九
品
以
内
の
階
級
に
あ
る
役
人
を
指
し
た
。

・ 

入
居
：
「
入
居
は
『
向
化
胡
人
、
入
居
內
地
者
、
自
祖
宗
朝
有
之
、
盖
來
者
勿
拒
之
意
也
』（
芝
峰
類
說
）
な
ど
、
も
と
北
方

よ
り
移
住
せ
る
者
に
も
適
用
し
た
例
は
あ
る
が
、
後
に
は
南
方
よ
り
徙
り
來
つ
た
者
に
限
定
せ
ら
れ
た
や
う
に
見
え
る
。
但
し

今
日
は
入
居
と
い
は
ず
し
て
『
入
北
』
と
い
ふ
。
咸
鏡
道
以
南
の
地
方
よ
り
移
住
し
て
來
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
舊

家
に
な
る
と
、『
入
北
十
五
代
』、『
入
北
二
十
代
』
な
ど
可
な
り
の
代
數
を
經
た
も
の
も
あ
る
」（
小
倉
一
九
二
七
：
二
五
）。

・ 

師
：
「
『
師
』
の
訓
を
스
승
と
い
ふ
。
今
日
咸
鏡
道
方
言
で
は
무
당
と
스
승
と
は
同
一
で
あ
る
と
い
う
地
方
も
あ
り
、
全
然
別

物
で
あ
る
と
い
ふ
地
方
も
あ
つ
て
一
致
し
な
い
。
併
し
多
く
の
地
方
に
於
て
스
승
な
る
も
の
の
存
す
る
こ
と
を
認
め
て
居
る
。」

（
小
倉
一
九
二
七
：
二
五
）。

・ 

風
俗
：
「
今
日
里
中
の
公
事
を
風
俗
と
い
ふ
こ
と
が
な
い
。
一
村
が
郷
徒
（
郷
徒
の
條
参
照
：
原
注
）
よ
り
成
る
こ
と
あ

り
、
そ
れ
ら
が
多
少
行
事
を
異
に
す
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
風
俗
な
ど
の
語
を
生
ん
だ
も
の
で
あ
ら
う
」（
小
倉
一
九
二
七
：

二
六
）。

・ 

土
奴
：
「
今
日
は
『
土
婢
』
な
ど
と
稱
し
て
居
る
」（
小
倉
一
九
二
七
：
二
六
）。

（
九
）

【
正
文
】
親
騎
衛
、
無
論
品
官
公
私
賤
、
能
騎
射
中
格
者
入
選
。
自
備
軍
服
鞍
馬
、
每
月
二
巡
、
自
所
居
邑
定
將
領
試
射
、
報
兵

營
賞
罰
。
每
年
冬
都
試
居
首
者
、
出
身
。
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【
和
訓
】
親
騎
衛
は
品
官
公
私
賤
を
論
ず
る
無
く
、
能
く
騎
射
し
中
格
す
る
者
を
入
選
せ
し
む
。
軍
服
鞍
馬
を
備
へ
し
自よ

り
每
月

二
巡
し
、
居
す
所
の
邑
自よ

り
將
領
を
定
め
て
、
射
を
試
し
せ
し
、
兵
営
に
賞
罰
を
報
ず
。
每
年
冬
の
都
試
に
て
首
に
居
る
者
、
出

身
す
。

【
釈
語
】

・ 

親
騎
衛
：
一
六
八
四
（
粛
宗
一
○
）
年
に
国
境
警
備
の
た
め
咸
鏡
道
に
設
置
さ
れ
た
騎
馬
部
隊
。
咸
鏡
道
出
身
者
の
う
ち
弓
才
、

馬
才
、
勇
力
な
る
者
六
○
○
名
を
選
抜
し
て
親
騎
衛
と
し
た
。
選
抜
は
北
兵
使
に
属
し
て
い
る
一
○
の
邑
か
ら
三
百
名
、
南
兵

使
に
属
し
て
い
る
六
つ
の
邑
か
ら
一
五
〇
名
、
咸
興
以
南
の
六
邑
は
監
司
下
に
一
五
◯
名
を
初
選
し
て
六
百
名
の
騎
兵
隊
を
置

い
た
。
一
○
名
ご
と
に
火
兵
一
名
、
保
直
一
名
を
お
い
た
。
さ
ら
に
、
保
人
と
馬
、
軍
装
を
支
給
し
た
。
選
抜
対
象
者
は
業
武
、

幼
学
、
閑
良
、
品
官
、
儒
林
、
校
生
、
軍
官
、
驛
吏
、
平
民
、
雑
色
等
ほ
と
ん
ど
の
階
層
を
対
象
と
し
て
お
り
、
年
齢
は
二
〇

歳
以
上
四
〇
歳
以
下
の
者
と
規
定
さ
れ
た
。

・ 

都
試
：
中
央
に
お
い
て
は
兵
曹
と
訓
鍊
都
監
の
堂
上
官
、
地
方
に
お
い
て
は
観
察
使
と
各
鎮
営
の
兵
馬
節
度
使
が
、
毎
年
春
と

秋
に
武
士
を
選
抜
す
る
制
度
。

・ 

出
身
：
科
挙
試
験
の
合
格
者
。

【
現
代
語
訳
】
親
騎
衛
は
品
官
か
ど
う
か
や
、
公
私
の
身
分
の
高
下
は
問
わ
ず
、
騎
射
に
優
れ
合
格
し
た
者
を
選
ぶ
。
軍
服
と
鞍

馬
が
整
っ
て
か
ら
、
每
月
二
日
、
居
住
す
る
邑
か
ら
将
領
（
指
導
者
、
統
率
者
）
を
決
め
、
射
撃
の
技
量
を
試
し
、
兵
営
に
そ
の

優
劣
を
報
告
す
る
。
每
年
冬
の
都
試
（
科
挙
）
で
首
位
の
者
を
騎
衛
と
し
て
合
格
さ
せ
る
。

（
一
○
）

【
正
文
】
邑
軍
官
謂
之
衛
軍
官
。
以
品
官
子
弟
爲
之
。
額
多
寡
視
邑
大
小
。
每
二
人
入
番
。
馬
兵
謂
之
別
武
士
。
亦
分
番
輪
直
、

以
久
次
或
取
材
、
陞
旗
牌
官
陞
知
彀
官
旗
鼓
官
。
守
堞
軍
、
毋
論
儒
武
常
賤
。
凡
年
十
三
以
上
者
皆
入
籍
。
謂
之
城
丁
軍
。
每
歲

兵
使
巡
操
聚
待
、
各
持
炬
棒
擺
立
城
堞
、
行
夜
操
。
四
門
各
置
將
領
、
謂
之
雉
總
。
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【
和
訓
】
邑
軍
の
官
は
之
を
衛
軍
官
と
謂
ふ
。
品
官
の
子
弟
を
以
て
之
に
爲あ

つ
。
額
の
多
寡
は
邑
の
大
小
を
視
る
。
每
二
人
入
番
す
。

馬
兵
は
之
を
別
武
士
と
謂
ふ
。
亦ま

た
分
番
輪
直
し
、
久
次
或
ひ
は
取
材
を
以
て
、
旗
牌
官
に
陞の
ぼ

し
、
知
彀
官
旗
鼓
官
に
陞の
ぼ

す
。
守

堞
の
軍
は
、
儒
武
常
賤
を
論
ぜ
ず
。
凡
そ
年
十
三
以
上
の
者
は
皆
入
籍
す
。
之
を
城
丁
軍
と
謂
ふ
。
每
歲
兵
使
の
巡
操
し
聚
待
し
、

各
炬
棒
を
持
ち
城
堞
に
擺
立
し
、
夜
操
を
行
ふ
。
四
門
に
各
將
領
を
置
き
、
之
を
雉ち

そ

う總
と
謂
ふ
。

【
釈
語
】　

・ 

額
：
定
員
。

・ 

別
武
士
：
朝
鮮
時
代
の
中
央
軍
の
総
称
で
あ
る
五
衛
営
の
う
ち
、
訓
鍊
都
監
（
首
都
の
警
備
や
兵
士
の
養
成
等
を
担
当
し
た
部

署
）、
禁
衛
営
（
兵
曹
判
書
の
直
属
軍
と
し
て
首
都
防
衛
の
た
め
に
設
置
さ
れ
た
部
隊
）、
御
営
廳
（
首
都
防
衛
の
た
め
に
設
置

さ
れ
た
部
隊
）
に
所
属
し
た
馬
兵
を
指
す
。
弓
を
よ
く
使
い
こ
な
し
、
戦
時
に
は
最
前
線
で
戦
っ
た
と
さ
れ
る
。

・ 

次
：
軍
隊
が
宿
営
す
る
こ
と
。

・ 

久
：
時
間
の
長
さ
が
ど
の
ぐ
ら
い
で
あ
る
か
。「
久
次
」
で
「
ど
の
ぐ
ら
い
の
期
間
宿
営
し
た
か
」
と
な
る
。

・ 

取
材
：
人
材
を
取
る
。

・ 

旗
牌
官
：
李
朝
に
お
い
て
訓
錬
都
監
に
所
属
し
て
い
る
武
官
職
の
う
ち
、
様
々
な
軍
営
に
置
か
れ
た
軍
官
職
で
あ
り
、
軍
旗
に

関
す
る
任
務
を
引
き
受
け
た
。
二
○
人
を
定
員
と
し
、
そ
の
う
ち
一
名
は
壮
勇
衛
、
二
名
は
武
芸
別
監
か
ら
抜
擢
し
、
残
り
は

兵
卒
の
中
か
ら
試
験
的
に
選
抜
し
て
在
職
期
間
六
百
日
が
過
ぎ
れ
ば
六
品
官
に
昇
格
さ
せ
、
他
の
部
署
に
転
出
さ
せ
た
。

・ 

知
彀
官
：
一
五
九
四
（
宣
祖
二
七
）
年
に
訓
鍊
都
監
が
設
置
さ
れ
て
最
初
に
置
か
れ
た
軍
官
職
と
考
え
ら
れ
る
。
本
来
は
弓
を

使
用
す
る
射
手
の
訓
練
を
担
当
し
た
特
別
な
職
で
あ
っ
た
が
、
後
に
各
軍
営
の
最
上
級
軍
官
と
し
て
下
級
軍
事
実
務
を
担
当
し

た
。
両
班
の
子
弟
が
主
に
任
用
さ
れ
た
が
、
一
般
的
な
兵
士
が
昇
格
し
た
旗
牌
官
（
上
述
）
の
中
か
ら
選
抜
任
用
さ
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
。

・ 

兵
使
：
兵
馬
節
度
使
の
通
称
。
各
地
方
の
軍
隊
を
統
率
し
た
従
二
品
の
武
官
職
。

・ 

堞
：
物
見
の
垣
。
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・ 

雉
總
：
城
壁
。

【
現
代
語
訳
】
邑
の
軍
官
を
衛
軍
官
と
言
う
。
品
官
の
子
弟
を
こ
れ
に
当
て
る
。
額
（
衛
軍
官
に
な
れ
る
者
の
人
数
。「
額
」
は
「
名

額
」
だ
ろ
う
）
の
多
い
少
な
い
は
邑
の
大
小
に
よ
る
。
二
人
で
一
組
で
あ
る
。
馬
兵
は
別
武
士
と
い
う
が
、
彼
ら
も
ま
た
組
に
分

か
れ
て
順
番
に
当
直
す
る
。
兵
役
期
間
の
長
さ
や
、
人
材
の
抜
擢
に
よ
っ
て
、
旗
牌
官
に
昇
進
さ
せ
、
知
彀
官
旗
鼓
官
に
昇
進
さ

せ
る
。
堞
（
城
壁
）
を
守
る
軍
は
、
儒
者
武
士
常
民
賤
民
を
問
わ
ず
、
お
よ
そ
十
三
歳
以
上
の
者
は
皆
入
籍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
れ
を
城
丁
軍
と
言
う
。
毎
歲
兵
馬
節
度
使
が
巡
操
す
る
と
き
に
は
集
ま
っ
て
待
機
し
、
各
々
炬
棒
（
松
明
）
を
持
ち
城
壁

に
並
び
立
ち
、
夜
の
巡
回
を
行
う
。
四
門
に
は
そ
れ
ぞ
れ
將
領
を
置
く
が
、
こ
れ
を
雉ち

そ

う總
と
呼
ぶ
。

　

（
十
一
）

【
正
文
】
正
兵
五
人
。
分
番
立
待
于
官
門
、
以
供
官
役
。
一
曰
都
訓
導
、
一
曰
旅
帥
。
一
隊
正
一
軍
士
內
奴
五
人
立
番
、
以
傅
官
令
。

名
曰
陪
牌
。

【
和
訓
】
正
兵
は
五
人
な
り
。
分
番
に
て
立
ち
て
官
門
に
待
し
、
以
て
官
役
に
供
す
。
一
は
都
訓
導
と
曰
ひ
、
一
は
旅
帥
と
曰
ふ
。

一
隊
の
正
一
軍
士
の
內
奴
五
人
立
番
し
、
以
て
官
令
を
傅
（
傳
）
ふ
。
名
づ
け
て
陪
牌
と
曰
ふ
。

【
釈
語
】　

・ 

都
訓
導
：
通
訳
な
ら
び
に
事
務
担
当
の
中
級
官
人
。

・ 

陪
牌
：
「
所
謂
陪
牌
者
、
自
遼
東
、
團
鍊
使
抄
軍
士
十
名
、
使
捍
衛
防
不
虞
者
也
。
臣
等
所
率
騶
從
之
外
、
只
此
而
已
。（
所

謂
陪
牌
と
は
、
遼
東
の
團
鍊
よ
り
使
の
軍
士
十
名
を
抄
し
不
虞
を
捍
衛
し
防
せ
し
む
者
な
り
。
臣
等
の
率
い
る
所
の
騶
從
の
外

は
、
只
だ
此
れ
の
み
）
」（
『
朝
鮮
王
朝
實
錄
』
睿
宗
五
巻
一
年
五
月
一
四
日
）。「
騶
從
」
と
は
貴
族
あ
る
い
は
官
吏
の
行
列
に

騎
馬
で
つ
き
従
う
者
の
こ
と
。
つ
ま
り
、
騎
馬
の
侍
従
以
外
の
護
衛
の
こ
と
を
言
う
。

・ 

內
奴
：
内
舎
の
奴
婢
を
言
う
。

【
現
代
語
訳
】
正
兵
は
五
人
で
あ
る
。
組
に
分
か
れ
て
立
ち
、
官
門
で
待
機
し
、
官
役
に
供
す
る
。
一
人
を
都
訓
導
と
言
い
、
一

熊本学園大学　文学・言語学論集　第22巻第１号（2015年６月15日） (60) ―60―

(5)



人
を
旅
帥
と
言
う
。
一
隊
の
正
一
軍
士
は
、
內
奴
五
人
を
立
番
さ
せ
、
官
令
を
伝
え
る
。
こ
れ
を
陪
牌
と
言
う
。

　

（
一
二
）

【
正
文
】
男
丁
別
有
籍
。
無
無
役
之
人
。
每
月
三
聚
點
于
本
社
。
生
死
告
官
、
移
來
去
告
官
。
越
境
往
來
者
、
告
官
受
牒
。

【
和
訓
】
男
丁
は
別
に
籍
有
り
。
無
役
の
人
無
し
。
每
月
三
、
本
社
に
聚
ま
り
點
し
、
生
死
は
官
に
告
ぐ
。
移
、
來
、
去
は
官
に
告
ぐ
。

境
を
越
へ
て
往
來
す
る
者
は
官
に
告
げ
牒
を
受
く
。

【
釈
語
】　

・ 

男
丁
：
賦
課
対
象
の
男
子
。

・ 

牒
：
公
文
書
、
証
明
書
。

【
現
代
語
訳
】
賦
課
対
象
年
齢
の
男
子
は
特
別
に
籍
が
有
る
（
こ
の
箇
所
不
明
。
既
に
籍
が
あ
る
の
と
は
別
に
壮
丁
用
の
戸
籍
が

あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
壮
丁
専
用
の
籍
が
あ
る
の
か
）。
役
を
賦
課
さ
れ
な
い
者
は
い
な
い
。
每
月
三
日
、
社
稷
（
土
地
神
の

や
し
ろ
）
に
集
め
て
点
検
し
、
生
死
や
移
動
を
官
に
報
告
す
る
。
境
域
を
越
え
て
往
来
す
る
者
は
官
に
報
告
し
て
証
明
書
を
受
け

る
。

　

（
一
三
）

【
正
文
】
六
鎮
地
、
皆
北
際
豆
滿
江
。
列
置
把
守
官
。
皆
兼
衛
將
號
。
以
戎
服
櫜
鞬
見
上
官
。
每
十
月
氷
合
。
月
一
鍊
兵
。
至
三

月
氷
解
乃
止
。

【
和
訓
】
六
鎮
の
地
は
皆
豆
滿
江
に
北
際
す
。
把
守
官
を
列
置
す
。
皆
衛
將
の
號
を
兼
ね
る
。
戎
服
櫜
鞬
を
以
て
上
官
に
見
ゆ
。

每
十
月
に
氷
合
す
。
月
に
一
た
び
鍊
兵
す
。
三
月
に
至
り
氷
解
す
れ
ば
乃
ち
止
む
。

【
釈
語
】

・ 

把
守
：
看
守
、
守
衛
の
意
。
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・ 

戎
服
：
軍
服
。

・ 

櫜
鞬
：
弓
袋
と
矢
袋
。

・ 
氷
合
：
川
や
湖
が
氷
に
閉
ざ
さ
れ
結
氷
す
る
意
。
氷
封
。
李
白
「
夜
坐
吟
」
に
「
冬
夜
夜
寒
覺
夜
長
、
沉
吟
久
坐
坐
北
堂
。
冰

合
井
泉
月
入
閨
，
金
釭
青
凝
照
悲
啼
。（
冬
夜
、
夜
寒
く
夜
の
長
き
を
覺
ゆ
、
沉
吟
し
て
久
し
く
坐
し
、
北
堂
に
坐
す
。
井
泉

冰
合
す
れ
ば
月
は
閨
に
入
り
，
金
釭
青
く
凝
り
悲
啼
を
照
す
。）
」
と
す
る
例
あ
り
。

【
現
代
語
訳
】
六
鎮
の
地
は
全
て
北
側
を
豆
滿
江
に
接
し
て
い
る
た
め
見
張
り
の
役
人
を
列
置
す
る
。
彼
ら
は
皆
衛
将
の
称
号
を

持
つ
。
軍
服
を
着
用
し
弓
袋
と
矢
袋
を
携
え
て
上
官
に
謁
見
す
る
。
毎
年
十
月
に
豆
滿
江
が
氷
結
す
る
と
月
に
一
度
訓
練
を
行
う
。

三
月
に
な
っ
て
氷
が
解
け
た
ら
訓
練
は
や
め
る
。

　

（
一
四
）

【
正
文
】
把
守
設
於
江
邊
要
害
處
、
十
里
相
望
。
置
草
屋
一
間
以
蔽
風
雨
。
將
一
人
軍
二
人
。
以
正
兵
爲
之
。
亦
五
日
而
遞
。
三

月
氷
解
則
撤
其
半
。
移
設
於
海
防
。
謂
之
海
望
。

【
和
訓
】
把
守
は
江
邊
要
害
の
處
に
設
け
、
十
里
を
相
望
す
。
草
屋
一
間
を
置
き
以
て
風
雨
を
蔽
う
。
將
一
人
、
軍
二
人
。
正
兵

を
以
て
之
に
爲あ

つ
。
亦
た
五
日
に
し
て
遞か
わ

る
。
三
月
に
氷
解
す
れ
ば
則
ち
其
の
半
ば
を
撤
し
、
移
し
て
海
防
を
設
く
。
之
を
海
望

と
謂
ふ
。

【
釈
語
】　

・ 

海
防
：
海
か
ら
の
侵
入
を
未
然
に
防
ぎ
被
害
を
防
止
す
る
意
。

・ 

海
望
：
海
寇
の
侵
入
を
偵
察
す
る
た
め
に
沿
岸
堠
望
の
要
所
と
な
る
山
頂
に
設
置
し
た
望
樓
。「
烽
火
海
望
、 

係
是
軍
情
緊
急

重
事
、 

如
有
虛
疎
、 

嚴
加
考
察
、 

不
輕
定
體
（
烽
火
と
海
望
は
軍
情
の
緊
急
重
事
た
り
。
如も

し
虛
疎
あ
ら
ば
厳
し
く
考
察
を
加

え
定
體
を
輕
ん
ぜ
ざ
れ
）。」（
『
朝
鮮
王
朝
實
錄
』
太
宗
實
錄
八
年
）

【
現
代
語
訳
】
見
張
り
は
豆
滿
江
沿
い
の
要
所
に
設
け
、
向
こ
う
十
里
を
見
渡
す
。
草
ぶ
き
屋
一
間
を
置
い
て
風
雨
を
し
の
が
せ
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る
。
將
一
人
、
兵
士
二
人
で
あ
る
。
正
兵
を
こ
れ
と
す
る
。
五
日
ご
と
に
交
代
す
る
。
三
月
に
氷
が
解
け
れ
ば
半
分
を
撤
収
さ
せ

て
海
防
の
ほ
う
に
ま
わ
す
。
こ
の
要
所
の
設
備
を
海
望
と
言
う
。

（
一
五
）

【
正
文
】
北
路
設
步
撥
。
三
十
里
而
遞
。
每
番
撥
將
一
人
。
以
品
官
爲
之
。
撥
軍
五
名
以
戶
役
論
定
。
五
日
而
遞
。

【
和
訓
】
北
路
に
步
撥
を
設
く
。
三
十
里
に
し
て
遞か
わ

る
。
每
番
の
撥
は
將
一
人
。
品
官
を
以
て
之
に
爲あ

つ
。
撥
軍
五
名
、
戶
役
を

以
て
論
定
す
。
五
日
に
し
て
遞か
わ

る
。

【
釈
語
】　

・ 

北
路
：
「
吉
州
乃
北
路
巨
鎭
（
吉
州
す
な
は
ち
北
路
の
巨
鎭
な
り
）
」「
永
興
乃
北
路
重
地
、
屢
經
非
人
、
殘
敗
已
極
。（
永
興

す
な
は
ち
北
路
の
重
地
な
る
に
、
屢
し
ば
し
ば

人
に
非
ざ
る
を
経
て
、
殘
敗
已
に
極
ま
れ
り
／
現
代
語
訳
：
永
興
は
北
路
の
重
点
で
あ

る
の
に
適
任
者
が
治
め
な
い
の
で
大
変
に
荒
廃
し
て
い
る
）
」（
『
朝
鮮
王
朝
実
録
』
光
海
君
即
位
年
）
の
よ
う
に
あ
る
。

・ 

步
撥
：
宣
祖
三
十
年
（
一
五
九
七
）
に
設
置
さ
れ
た
「
擺
撥
制
度
」
の
一
。
徒
歩
で
公
文
書
を
伝
え
る
職
務
を
引
き
受
け
た
人
。

・ 

品
官
：
品
官
郷
吏
の
意
。
朝
鮮
初
期
に
は
三
品
堂
上
官
以
下
で
は
郷
里
出
身
者
を
任
命
し
た
が
、
後
に
は
地
方
の
土
官
（
平
安

道
、
咸
鏡
道
の
府
、
牧
、
都
護
府
に
そ
れ
ぞ
れ
置
い
た
官
職
で
地
元
の
者
だ
け
で
担
当
さ
せ
る
）
の
み
を
任
命
し
た
。

・ 

撥
：
重
要
な
公
文
書
を
逓
送
す
る
こ
と
。

・ 

戶
役
：
各
世
帯
ご
と
に
課
せ
ら
れ
る
夫
役
（
公
の
労
務
）。

【
現
代
語
訳
】
北
路
に
步
撥
制
度
を
設
置
し
て
い
る
。
三
十
里
ご
と
に
人
員
が
交
代
す
る
。
撥
の
各
担
当
者
は
将
一
人
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
は
品
官
を
当
て
た
。
撥
軍
（
文
書
を
逓
送
す
る
品
官
）
五
名
で
世
帯
毎
の
労
務
で
あ
る
戸
役
に
相
当
す
る
も
の
と
し
、
五

日
ご
と
に
交
代
す
る
。
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（
一
六
）

【
正
文
】
江
邊
烽
臺
、
監
官
一
人
武
士
三
人
。
以
新
郷
爲
之
。
卜
直
一
名
每
、
五
日
而
遞
。
午
時
燃
柴
以
烟
氣
相
準
。
雨
雪
或
雲
暗
。

則
馳
告
于
前
臺
。

【
和
訓
】
江
邊
の
烽
臺
は
監
官
一
人
武
士
三
人
な
り
。
新
郷
を
以
て
之
に
爲あ

つ
。
卜
直
一
名
每
、
五
日
に
し
て
遞か
わ

る
。
午
時
に
柴

を
燃
し
、
烟
氣
を
以
て
相
準
と
す
。
雨
雪
或
ひ
は
雲
暗
な
れ
ば
則
ち
馳
せ
て
前
臺
に
告
ぐ
。

【
釈
語
】

・ 

新
郷
：
「
盈
德
故
家
大
族
皆
南
人
。
所
謂
新
鄕
、
則
自
稱
爲
西
人
者
也
。
近
來
則
西
人
用
事
於
學
宮
、
與
舊
鄕
、
自
相
傾
軋
矣
。

（
盈
德
の
故
家
、
大
族
は
皆
南
人
な
り
。
所
謂
新
鄕
と
は
、
則
ち
自
稱
西
人
と
爲
す
者
な
り
。
近
來
は
則
ち
西
人
の
學
宮
に
於

て
用
事
す
れ
ば
、
舊
鄕
と
自
ず
と
相
ひ
傾
軋
す
。）
」（
『
朝
鮮
王
朝
實
錄
』
英
祖
六
五
巻
、
二
三
年
六
月
一
五
日
）
の
よ
う
に
あ
る
。

つ
ま
り
、「
新
郷
」
と
は
、
南
人
（
党
派
の
一
、
西
人
に
対
す
る
処
遇
を
め
ぐ
り
東
人
が
分
裂
し
て
で
き
た
一
派
で
あ
り
、
西

人
に
対
し
て
は
穏
健
派
。
強
硬
派
の
北
人
と
対
立
。
一
六
二
三
年
仁
祖
反
正
時
に
西
人
と
協
力
し
て
政
権
を
担
っ
た
が
一
七
世

紀
後
半
に
至
り
西
人
と
対
立
し
た
）
の
一
族
出
身
で
あ
り
な
が
ら
自
ら
西
人
（
朝
鮮
時
代
に
お
け
る
党
派
の
一
、
沈
義
謙
を
中

心
に
士
林
派
が
分
裂
し
て
で
き
た
党
派
で
あ
り
、
金
孝
元
を
中
心
と
す
る
東
人
と
対
立
し
た
。
一
六
二
三
年
仁
祖
反
正
に
よ
っ

て
政
権
の
座
に
就
い
た
。
一
七
世
紀
後
半
に
前
述
の
南
人
と
激
し
い
派
閥
闘
争
を
繰
り
広
げ
、
同
世
紀
末
に
老
論
と
少
論
に
分

裂
し
た
）
で
あ
る
と
称
す
る
者
で
あ
る
。

・ 

卜
直
：
「
外
方
書
院
、
雖
有
所
屬
、
或
自
本
官
、
折
給
若
干
奴
婢
、
以
供
守
直
。
鄕
校
則
自
有
世
傳
奴
婢
、
鄕
所
則
只
有
一
二

使
喚
、
號
爲
卜
直
、
本
官
隨
便
定
給
。（
外
方
の
書
院
は
所
屬
有
り
と
雖
へ
ど
も
、
或
ひ
は
本
官
よ
り
若
干
の
奴
婢
を
折
給
し
、

以
て
守
直
に
供
す
。
鄕
校
は
則
ち
自
ら
世
傳
の
奴
婢
有
ら
ば
、
鄕
所
は
則
ち
只
だ
一
二
の
使
喚
有
る
の
み
に
し
て
、
號
し
て
卜

直
と
爲
す
。
本
官
は
便
に
隨
ひ
定
給
す
。）
」『
朝
鮮
王
朝
實
錄
』
仁
祖
一
四
卷
、
四
年
八
月
四
日
）
と
あ
り
、
鄕
所
の
下
僕
を

卜
直
と
呼
び
、
官
の
都
合
に
応
じ
て
招
集
し
軍
政
に
参
与
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

【
現
代
語
訳
】
豆
滿
江
一
帯
の
烽
台
は
、
監
督
官
一
人
、
武
官
三
人
で
警
護
を
行
う
が
、
新
郷
の
者
を
こ
れ
に
当
て
た
。
卜
直
（
郷
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所
の
下
僕
）
一
名
、
五
日
毎
に
、
交
代
す
る
。
正
午
に
点
火
し
煙
で
互
い
に
標
準
と
し
た
。
雨
天
降
雪
、
あ
る
い
は
曇
り
で
見
通

し
が
良
く
な
い
場
合
は
急
い
で
前
台
に
報
告
を
行
う
。

（
一
七
）

【
正
文
】
馬
兵
無
保
人
。
自
備
戰
馬
。
只
除
撥
番
、
其
自
備
甲
冑
者
、
盡
蠲
戶
役
。

【
和
訓
】
馬
兵
は
保
人
無
く
、
自
ら
戰
馬
を
備
ゆ
。
只
だ
撥
番
を
除
き
其
れ
甲
冑
を
自
備
す
る
者
は
盡
こ
と
ご
とく
戶
役
を
蠲け
ん

す
。

【
釈
語
】　

・ 

保
人
：
奉
足
、
軍
保
と
も
い
う
。
正
軍
の
補
助
者
と
し
て
上
番
（
出
役
）
し
た
兵
士
の
旅
費
を
負
担
、
も
し
く
は
そ
の
家
の
家

事
ま
た
は
農
作
業
を
手
伝
う
代
わ
り
に
自
分
は
軍
に
出
な
い
壮
丁
。

・ 

撥
番
：
歩
撥
と
し
て
徴
収
さ
れ
た
か
わ
り
に
税
お
よ
び
賦
役
を
免
除
さ
れ
た
者
。（
一
五
）
の
釈
語
「
歩
撥
」
を
参
照
。

・ 

蠲
：
免
除
す
る
。

【
現
代
語
訳
】
馬
兵
は
旅
費
や
装
備
、
家
の
仕
事
を
肩
代
わ
り
し
て
く
れ
る
保
人
を
持
た
ず
、
み
ず
か
ら
戰
馬
を
備
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
撥
番
以
外
で
甲
冑
を
自
備
す
る
者
は
す
べ
て
戶
役
を
免
除
す
る
。

（
一
八
）

【
正
文
】
俗
、
尚
騎
射
少
業
文
。
男
子
十
餘
歲
、
便
操
弓
馳
馬
。

【
和
訓
】
俗
、
騎
射
を
尚
び
業
文
は
少
し
。
男
子
十
餘
歲
に
し
て
、
便
ち
弓
を
操
り
馬
を
馳
す
。

【
釈
語
】

・ 

俗
：
世
間
の
風
俗
、
風
潮
。

・ 

業
文
：
文
学
を
業
と
す
る
こ
と
。
嶺
南
の
役
弊
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「
嶺
南
之
弊
有
六
、
曰
役
弊
、
賦
弊
、

糴
弊
、
海
弊
、
山
弊
、
蔘
弊
也
。 

其
役
弊
、
則
昔
在
祖
宗
朝
、
有
以
騎
步
兵
、
登
科
致(

仕)

〔
位
〕
崇
顯
者
。 

紀
綱
漸
壞
、
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人
不
安
分
、
稍
有
産
業
、
百
計
行
賂
、
或
托
校
案
、
或
屬
軍
官
及
私
募
正
軍
、
所
爬
惟
是
傭
丐
殘
獨
、
故
昨
充
而
今
逃
。 

其

所
捄
弊
、
莫
如
戶
布
、
而
此
若
終
不
可
行
、
則
其
冒
稱
幼
學
、
忠
義
及
濫
屬
校
院
軍
校
之
類
、
竝
爲
査
括
、
歲
納
一
疋
布
、
以

復
舊
法
。 

而
分
其
業
文
、
業
武
、
別
設
名
號
而
稱
之
、
每
年
講
射
、
各
取
優
等
一
人
減
布
、
若
有
連
三
次
連
五
次
優
等
者
、

則
別
加
賞
格
、
以
示
特
異
於
軍
保
。」（
和
訳
：
嶺
南
の
弊
に
は
六
種
有
る
、
曰
く
役
弊
、
賦
弊
、
糴
弊
、
海
弊
、
山
弊
、
蔘
弊

で
あ
る
。
祖
宗
朝
時
に
は
騎
兵
や
歩
兵
出
身
と
し
て
登
試
に
合
格
し
、
高
い
位
に
着
い
た
者
も
い
た
が
、
規
律
が
徐
々
に
崩
れ

身
分
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
方
法
を
動
員
し
賄
賂
を
使
っ
て
郷
校
の
幼
生
、
軍
官
や
私
兵
と
し
て

所
属
を
か
た
り
軍
役
を
免
れ
よ
う
と
し
た
結
果
、
軍
役
を
担
当
さ
せ
る
べ
く
捕
ま
え
ら
れ
た
者
は
は
ご
ろ
つ
き
や
無
頼
だ
け
と

な
っ
て
し
ま
い
、
結
果
す
ぐ
に
逃
亡
し
て
し
ま
う
。
こ
の
弊
害
を
正
す
方
法
と
し
て
、
幼
學
（
官
職
に
つ
い
て
い
な
い
在
野
の

学
者
、
ソ
ン
ビ
）
や
忠
義
（
忠
佐
衛
所
属
の
軍
士
）、
郷
校
、
書
院
、
軍
校
に
濫
属
す
る
者
を
調
査
し
て
、
布
一
疋
を
歳
納
さ

せ
る
と
い
う
旧
法
を
復
活
さ
せ
る
べ
き
。
そ
し
て
業
文
と
業
武
に
分
類
し
た
後
、
毎
年
試
講
と
試
射
を
行
い
各
分
野
で
一
人
ず

つ
優
等
者
を
選
び
布
役
を
減
免
し
て
支
給
し
続
け
、
三
度
や
五
度
に
わ
た
っ
て
優
等
を
獲
得
し
た
者
に
は
、
個
別
に
賞
を
加
え

軍
保
に
お
い
て
特
異
で
あ
る
こ
と
を
示
す
べ
き
。」（
『
朝
鮮
王
朝
實
錄
』
正
祖
四
九
巻
、
二
二
年
一
○
月
一
二
日
）

【
現
代
語
訳
】
当
地
の
風
潮
は
、
、
騎
射
を
重
視
し
、
文
学
を
業
と
す
る
者
少
な
い
。
男
子
は
十
余
歲
で
弓
を
操
り
馬
を
乗
り
こ

な
す
よ
う
に
な
る
。

（
一
九
）

【
正
文
】
兒
出
腹
。
即
納
水
盆
以
洗
血
。
謂
之
去
胎
熱
。

【
和
訓
】
兒
、
腹
よ
り
出
づ
。
即
ち
水
盆
に
納
め
以
て
血
を
洗
ふ
。
之
を
胎
熱
を
去
る
と
謂
ふ
。

【
現
代
語
訳
】
子
ど
も
が
生
ま
れ
る
と
す
ぐ
に
水
盆
に
入
れ
て
血
を
洗
ふ
。
こ
れ
を
胎
熱
を
と
る
と
言
う
。
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（
二
○
）

【
正
文
】
人
多
美
髮
。
沐
以
稷
泔
以
養
髪
。
故
國
中
用
北
髢
。

【
和
訓
】
人
美
髮
多
し
。
沐
す
る
に
稷
泔
を
以
て
し
、
以
て
髪
を
養
ふ
。
故
に
國
中
の
北
髢
を
用
ゆ
る
な
り
。

【
釈
語
】

・ 

稷
：
穀
物
の
一
、
高
梁
。

・ 

泔
：
米
の
研
ぎ
汁
。
稷
泔
と
は
高
梁
の
研
ぎ
水
。

・ 

髢
：
か
も
じ
。
少
な
い
髪
に
そ
え
足
し
て
横
に
伸
ば
す
髪
。

【
現
代
語
訳
】
美
髪
の
人
間
が
多
い
。
高
梁
の
と
ぎ
汁
で
沐
浴
す
る
こ
と
で
髪
を
養
生
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、

国
中
で
北
方
産
の
髢
か
も
じ

を
用
い
る
の
で
あ
る
。

（
二
一
）

【
正
文
】
人
死
四
日
成
服
、
即
葬
。
不
擇
山
不
卜
日
。
百
日
即
除
服
、
或
行
冠
婚
。
惟
儒
生
品
官
畧
用
喪
葬
之
禮
。
行
三
年
之
制
。

【
和
訓
】
人
死
す
れ
ば
四
日
成
服
し
て
即
ち
葬
る
。
山
を
擇
ば
ず
日
を
卜
さ
ず
。
百
日
に
し
て
即
ち
除
服
し
、
或
ひ
は
冠
婚
を
行
ふ
。

惟
だ
儒
生
品
官
の
み
は
畧ほ
ぼ

喪
葬
の
禮
を
用
ゆ
。
三
年
の
制
を
行
ふ
。

【
釈
語
】

・ 

成
服
：
遺
族
が
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
た
喪
服
を
着
る
こ
と
。

・ 

除
服
：
忌
明
け
。
服
喪
期
が
終
わ
っ
て
喪
服
を
脱
ぐ
こ
と
。

【
現
代
語
訳
】
人
が
死
ぬ
と
四
日
間
喪
服
を
着
て
喪
に
服
す
が
そ
の
後
は
す
ぐ
に
遺
体
を
葬
る
。（
埋
葬
す
る
た
め
に
）
山
を
選
ん

だ
り
日
に
ち
を
占
っ
た
り
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
。
死
後
百
日
経
て
ば
喪
が
明
け
、
冠
婚
を
行
う
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
、
儒
生
や

官
吏
は
お
よ
そ
「
禮
記
」
に
定
め
る
喪
葬
の
礼
を
行
う
。
三
年
の
喪
に
服
す
る
の
で
あ
る
。
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【
解
釈
】

儒
教
で
は
親
を
亡
く
し
た
時
に
三
年
の
喪
に
服
す
る
こ
と
が
礼
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
。「
子
曰
。
父
在
觀
其
志
。
父
沒
觀
其

行
。
三
年
無
改
於
父
之
道
。
可
謂
孝
矣
。」（
子
曰
く
、
父
在い
ま

せ
ば
其
の
志
を
観
、
父
没
す
れ
ば
其
の
行
お
こ
な
ひを

観
る
。
三
年
父
の
道
を
改

む
る
こ
と
無
き
は
、
孝
と
謂
ふ
可
し
）(

『
論
語
』
学
而)

。

（
二
二
）

【
正
文
】
山
僧
多
在
家
。
挾
妻
食
肉
。
子
孫
繼
襲
爲
僧
。

【
和
訓
】
山
僧
は
在
家
の
多
し
。
妻
を
挾
し
肉
食
す
。
子
孫
は
繼
襲
し
て
僧
と
爲
る
。

【
現
代
語
訳
】
山
僧
に
は
在
家
の
者
が
多
く
、
妻
帯
し
肉
食
す
る
。
子
孫
が
継
襲
し
て
僧
と
な
る
。

（
二
三
）

【
正
文
】
禁
用
錢
。
以
布
緜
爲
貨
。
路
無
不
舖
店
。
行
旅
齋
粮
而
炊
。
不
用
盤
纏
。
自
南
而
北
自
北
而
南
者
。
皆
受
公
文
於
官
。

以
譏
非
常
。

【
和
訓
】
錢
を
用
ひ
る
を
禁
じ
、
布
緜
を
以
て
貨
と
爲
す
。
路
に
は
店
を
舖
せ
ざ
る
無
く
、
行こ
う
り
ょ旅

は
粮
を
齋
し
て
炊
く
。
盤は
ん
て
ん纏

を

用
い
ず
。
南
よ
り
北
し
、
北
よ
り
南
す
る
者
は
皆
公
文
を
官
於よ

り
受
く
。
以
て
常
に
非
ざ
る
を
譏
す
。

【
釈
語
】

・ 

店
：
旅
舎
。
当
時
の
「
店
」
と
は
一
般
に
宿
舎
と
厩
だ
け
を
提
供
し
て
、
食
物
に
つ
い
て
は
客
の
持
ち
込
み
に
よ
り
各
自
調
理

を
行
う
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
、『
旧
本
老
乞
大
（
元
刊
本
）
』
の
記
述
等
か
ら
も
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

・ 

盤
纏
：
旅
費
。「
旧
本
老
乞
大
（
元
刊
本
）
」
に
も
用
例
あ
り
。『
老
朴
集
覧
』
の
「
朴
通
事
集
覧
上
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
道

中
様
々
な
こ
と
に
使
う
も
の
、「
質
問
」
に
云
う
、
盤
費
（
路
銀
）
に
ま
と
わ
り
供
給
さ
れ
る
物
、
例
え
ば
衣
服
や
食
料
を
供

給
さ
れ
る
際
に
金
銀
財
帛
の
類
を
使
用
す
る
こ
と
は
現
在
で
は
「
盤
纏
」
二
字
に
よ
り
説
明
さ
れ
る
。
語
源
未
詳
」。
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・ 

譏
：
誰
何
し
て
調
べ
る
こ
と
。

【
現
代
語
訳
】
北
方
で
は
銭
を
用
い
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
布
帛
が
貨
幣
の
代
わ
り
に
な
る
。
路
に
は
店
が
び
っ
し
り
と

並
び
、
旅
行
は
粮
食
を
携
え
て
自
ら
炊
く
。
旅
費
は
用
い
な
い
。
南
よ
り
北
、
北
よ
り
南
に
行
く
者
は
す
べ
て
官
よ
り
公
文
書
の

発
行
を
受
け
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
普
通
で
な
い
旅
行
者
を
誰
何
す
る
の
で
あ
る
。

（
二
四
）

【
正
文
】
地
苦
寒
多
風
。
土
瘠
穀
貴
。
地
廣
人
少
。
村
無
百
斛
之
富
、
專
仰
官
糶
。
計
口
受
粮
。
罕
食
粟
飯
、
以
稷
耳
麥
爲
糜
粥
。

猶
强
力
健
歩
。

【
和
訓
】
地
は
苦
く
る
し

く
寒
く
風
多
し
。
土
は
瘠
せ
穀
は
貴
し
。
地
は
廣
く
人
少
し
。
村
に
は
百
斛
の
富
無
く
、
專
ら
官
糶て
ふ

を
仰
ぐ
。

口
を
計
り
て
粮
を
受
く
。
粟
飯
を
食
す
は
罕
れ
。
稷
、
耳
麥
を
以
て
糜び
じ
ゅ
く粥

と
爲
す
も
猶
ほ
强
力
に
し
て
健
歩
な
り
。

【
釈
語
】

・ 

苦
：
摩
耗
が
激
し
い
、
使
い
す
ぎ
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
で
あ
る
。

・ 

官
糶
：
役
所
（
官
）
が
民
に
貸
与
す
る
米
穀
。
役
所
の
倉
庫
に
あ
る
米
穀
は
通
常
、
そ
の
半
分
を
春
に
民
に
貸
与
す
る
が
収

穫
の
後
に
一
割
の
利
子
を
付
け
て
取
り
立
て
た
。『
朝
鮮
王
朝
實
錄
』（
中
宗
二
五
卷 

一
一
年
五
月
二
九
日
）
に
咸
鏡
道
の
官

糶
な
ら
び
に
採
銀
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。「
端
川
採
銀
、 

爲
補
軍
資
也
。
然
其
貿
銀
者
、
必
駄
載
綿
布
而
歸
、

民
出
官
糶
、
以
貿
其
布
、
若
然
則
寧
以
緜
布
、
輸
入
於
其
地
以
貿
穀
也
、
不
必
採
銀
。
今
赴
京
之
人
、
多
齎
銀
兩
。
中
原
人
每

稱
銀
之
品
好
者
曰
、
端
川
銀
、 

幸
復
貢
銀
、
則
其
害
豈
可
勝
言
。
臣
意
以
爲
不
當
採
也
。
上
曰
、
非
不
知
此
弊
、
但
咸
鏡
道
軍

資
不
足 

故
欲
採
銀
貿
穀
耳
。
領
事
申
用
漑
曰
、
採
銀
貿
穀
、
以
補
軍
資
、
不
獲
已
也
。
但
挾
銀
入
中
原
事
、
不
可
勝
禁
、
恐

有
後
弊
。（
端
川
で
は
銀
の
採
掘
は
軍
資
を
補
充
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。
し
か
る
に
銀
を
売
る
者
は
必
ず
綿
布
を
持
っ
て
帰

り
、
民
は
官
糶
を
見
据
え
て
其
の
布
を
売
る
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
む
し
ろ
綿
布
よ
り
も
そ
の
地
に
穀
物
を
入
れ
る
ほ
う
が

よ
く
、
そ
う
す
れ
ば
銀
を
採
掘
す
る
必
要
が
な
く
な
る
。
今
中
国
に
行
く
者
が
た
く
さ
ん
の
銀
を
携
え
て
行
く
。
中
国
人
の
銀
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の
善
し
悪
し
を
見
る
人
は
端
川
銀
が
貢
銀
で
あ
る
こ
と
を
喜
ぶ
の
で
、
其
の
害
（
端
川
の
銀
が
持
ち
出
さ
れ
る
こ
と
の
被
害
）

は
敢
え
て
言
う
必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。
臣
は
採
ら
せ
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
ま
す
。
上
曰
く
、
そ
の
弊
を
知
ら
ぬ
わ
け

で
は
な
い
が
、
咸
鏡
道
に
は
軍
資
が
不
足
し
て
お
り
、
故
に
採
銀
を
し
て
穀
耳
を
買
い
入
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
。
領
事
申
用
漑

曰
く
、
銀
を
採
掘
し
て
穀
物
を
買
い
入
れ
軍
資
を
補
う
こ
と
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
す
。
し
か
し
銀
を
中
国
に
入
れ
る
こ
と
を

こ
と
ご
と
く
禁
ず
る
こ
と
は
で
き
ず
、
後
弊
が
懸
念
さ
れ
ま
す
。）
」

・ 

斛
：
古
代
の
体
積
の
単
位
。
一
斛
は
一
○
斗
（
約
一
八
○
リ
ッ
ト
ル
）。

・ 

耳
麥
：
귀
리
。
燕
麦
。

・ 

糜
粥
：
薄
い
粥
。

【
現
代
語
訳
】
土
地
は
摩
耗
し
て
ぼ
ろ
ぼ
ろ
で
あ
り
気
候
は
寒
く
風
が
吹
く
事
が
多
い
。
土
は
瘠
せ
て
お
り
穀
物
は
大
変
貴
重
で

あ
る
。
地
は
広
く
、
人
が
少
い
。
村
に
は
百
斛
（
石
）
の
富
す
ら
無
く
、
專
ら
官
に
よ
り
貸
し
出
さ
れ
る
穀
物
を
当
て
に
し
て
い

る
。
一
家
の
人
数
を
数
え
て
そ
の
数
に
よ
っ
て
粮
を
受
け
取
る
。
粟
飯
を
食
す
る
こ
と
は
罕
で
あ
り
、
高
梁
、
燕
麦
を
う
す
い
粥

に
し
た
も
の
を
食
べ
る
。
そ
れ
で
も
力
が
強
く
健
歩
で
あ
る
。

（
二
五
）

【
正
文
】
地
多
風
。
俗
好
氈
笠
。
品
官
子
弟
皆
着
之
。
兵
帥
邑
宰
亦
用
。
竹
織
如
氈
笠
形
。
在
途
戴
之
以
御
風
。

【
和
訓
】
地
は
風
多
く
、
俗
に
は
氈
笠
を
好
む
。
品
官
の
子
弟
皆
之
を
着
る
。
兵
帥
邑
宰
も
亦
た
用
ふ
。
竹
織
に
し
て
氈
笠
の
如

き
形
な
り
。
途
に
在
り
て
は
之
を
戴
し
以
て
風
を
御
す
。

【
釈
語
】

・ 

氈
笠
：
毛
で
織
っ
た
笠
。
当
時
、
朝
鮮
で
は
氈
は
中
国
か
ら
の
輸
入
品
で
あ
っ
た
た
め
こ
れ
を
輸
入
す
る
こ
と
で
、
当
時
銭
荒

に
あ
っ
た
本
国
の
銅
が
流
出
す
る
こ
と
を
洪
良
浩
が
上
陳
し
た
こ
と
は
上
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】
地
は
風
が
吹
く
こ
と
が
多
く
、
人
々
は
氈
笠
（
毛
織
物
の
か
ぶ
り
も
の
）
を
好
む
。
品
官
の
子
弟
は
皆
こ
れ
を
着
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用
し
て
い
る
。
兵
帥
邑
宰
も
ま
た
こ
れ
を
用
い
て
い
る
。
竹
を
織
っ
て
氈
笠
形
の
よ
う
に
加
工
し
て
、
外
に
い
る
と
き
は
こ
れ
を

か
ぶ
り
風
よ
け
と
す
る
。

（
二
六
）

【
正
文
】
邑
無
廛
肆
野
無
虛
市
。
人
各
以
有
無
相
易
。
故
物
無
定
價
。

【
和
訓
】
邑
に
廛て

ん

し肆
無
く
野
に
虛
市
無
し
。
人
は
各
お
の
お
の有
無
を
以
て
相
ひ
易
ふ
。
故
に
物
に
定
價
無
し
。

【
語
釈
】

　
　

廛
肆
：
み
せ
、
商
店
の
意
。

　
　

虛
市
：
市い
ち

の
意
。

【
現
代
語
訳
】
邑
に
は
商
店
が
無
く
野
に
は
虛
市
が
無
い
。
人
は
み
な
そ
れ
ぞ
れ
の
持
っ
て
い
る
も
の
と
持
っ
て
い
な
い
も
の
を

交
換
す
る
。
し
た
が
っ
て
物
に
は
定
價
と
い
う
も
の
が
な
い
。

（
二
七
）

【
正
文
】
屋
制
皆
一
宇
重
楹
、
中
設
複
壁
。
或
室
或
堂
、
厩
、
庫
皆
具
。
無
曲
阿
連
廓
、
瓦
屋
皆
設
風
簷
。
無
瓦
者
、
編
茅
累
重
、

隔
以
泥
土
、
以
禦
風
。
掣
山
峒
或
用
大
石
以
代
瓦
。
刳
大
木
立
烟
筒
、
高
過
於
甍
。
以
防
火
災
。
無
垣
墻
繚
以
籬
。
織
杻
或
編
柳

爲
之
。
不
設
門
扉
。

【
和
訓
】
屋
制
は
皆
な
一
宇
に
楹
を
重
ね
、
中
に
複
壁
を
設
く
。
或
ひ
は
室
或
ひ
は
堂
、
厩
庫
皆
な
具そ
ろ

ふ
。
曲
阿
、
連
廓
無
く
、

瓦
屋
は
皆
風
簷
を
設
く
。
瓦
無
き
は
、
茅
を
編
み
て
累
重
し
、
泥
土
を
以
て
隔
つ
る
に
、
以
て
風
を
禦
ぐ
。
山
峒
を
掣
し
或
は
大

石
を
用
ひ
て
以
て
瓦
に
代
ふ
。
大
木
を
刳
り
烟
筒
を
立
て
、
高
き
こ
と
甍
に
過
ぐ
。
以
て
火
災
を
防
ぐ
。
垣
墻
無
く
繚
を
以
て
籬

と
し
、
杻
を
織
り
て
或
は
柳
を
編
み
て
之
と
爲
す
。
門
扉
を
設
け
ず
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【
釈
語
】

・ 

屋
制
：
た
て
も
の
、
た
て
も
の
の
つ
く
り
の
こ
と
。

・ 
楹
：
柱

・ 
宇
：
庇

【
現
代
語
訳
】
建
物
の
つ
く
り
は
皆
な
一
枚
の
庇
を
天
井
と
し
て
何
本
か
の
柱
で
支
え
た
も
の
で
あ
る
。
中
に
は
仕
切
り
が
数
枚

あ
っ
て
、
居
室
と
厩
舎
を
仕
切
る
。
ま
が
り
く
ね
っ
た
長
屋
は
な
い
。
瓦
ぶ
き
の
家
は
皆
風
簷
（
風
よ
け
の
ひ
さ
し
）
を
設
け
て

い
る
。
瓦
の
無
い
家
は
茅
を
編
ん
で
幾
重
に
も
重
ね
て
、
上
か
ら
泥
土
を
塗
る
。
掣
山
峒
或
ひ
は
大
石
を
用
ひ
以
て
代
瓦
と
し
以

て
風
を
防
ぐ
。
大
木
を
え
ぐ
っ
て
烟
筒
と
し
て
立
て
る
。
甍
（
屋
根
の
頂
上
部
分
）
よ
り
も
高
く
し
て
、
火
災
を
防
ぐ
。
垣
（
壁
）

の
な
い
仕
切
り
に
は
、
竹
垣
を
挿
す
か
柳
を
編
ん
だ
も
の
で
隣
家
と
の
仕
切
り
と
す
る
。
門
扉
は
設
け
な
い
。

（
二
八
）

【
正
文
】
門
曰
烏
喇
、
山
峰
曰
嶂
、
高
阜
曰
德
。
邊
涯
曰
域
、
墻
壁
曰
築
、
淺
灘
曰
膝
。
猫
曰
虎
樣
、
貰
牛
曰
輪
道
里
、
烏
網
曰
彈
挾
。

戶
曰
生
契
、
南
曰
前
、
北
曰
後
。

【
和
訓
】
門
は
烏
喇
と
曰
ひ
、
山
峰
は
嶂
と
曰
ひ
、
高
阜
は
德
と
曰
ふ
。
邊
涯
は
域
と
曰
ひ
、
墻
壁
は
築
と
曰
ひ
、
淺
灘
は
膝
と

曰
ふ
。
猫
は
虎
樣
と
曰
ひ
、
貰
牛
は
輪
道
里
と
曰
ひ
、
烏
網
は
彈
挾
と
曰
ふ
。
戶
は
生
契
と
曰
ひ
、
南
は
前
と
曰
ひ
、
北
は
後
と

曰
ふ
。

【
現
代
語
訳
】
門
（
문
）
は
烏
喇
（
오
래
）
と
言
い
、
山
峰
（
산
봉
）
は
嶂
（
장
）
と
言
い
、
高
阜
（
고
부
）
は
德
（
덕
）
と
言
う
。

邊
涯
（
변
애
）
は
域
（
역
）
と
言
い
、
墻
壁
（
장
벽
）
は
築
（
쥭
、
듁
）
と
言
い
、
淺
灘
（
천
탄
）
は
膝
（
쓸
）
と
言
う
。
猫
（
묘
）

は
虎
樣
（
고
얘
、
고
냉
이
、
호
양
）
と
言
い
、
貰
牛
（
세
우
）
は
輪
道
里
（
수
두
리
）
と
言
い
、
烏
網
（
조
망
）
は
彈
挾
（
탄
）

と
言
う
。
戸
（
호
）
は
生
契
（
생
게
）
と
曰
言
い
、
南
（
남
）
は
前
（
압
）
と
言
い
、
北
（
북
）
は
後
（
뒤
）
と
言
う
。
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【
解
釈
】

・ 

烏
喇
：
「
門
の
字
訓
を
古
く
か
ら
오
래
と
い
つ
て
居
る
。
烏
喇
は
そ
れ
に
宛
て
た
も
の
で
あ
る
。
但
し
咸
鏡
道
の
多
く
の
地

方
で
は
오
래
は
（
一
）
近
隣
の
村
、（
二
）
屋
敷
、（
三
）
一
門
親
族
等
の
意
味
に
使
用
せ
ら
れ
て
居
る
。」（
小
倉
一
九
二
七
：

二
六
）

・ 

嶂
：
「
「
嶂
」
は
字
音
を
以
て
よ
む
も
の
で
あ
ら
う
。
吾
人
は
此
の
文
字
を
用
い
た
適
當
な
山
名
を
發
見
す
る
こ
と
が
出
來
ぬ
が
、

會
寧
附
近
で
は
給
料
の
な
だ
ら
か
な
高
み
の
上
に
急
に
聳
え
立
つ
た
峰
な
ど
あ
る
を
嶂
と
稱
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
聞
い
た
。

（
二
九
）

【
正
文
】
牛
馬
不
飼
粟
、
放
牧
于
野
。
公
私
無
屠
、
故
畜
蕃
息
。
凡
田
宅
交
易
用
牛
馬
。

【
和
訓
】
牛
馬
は
粟
を
飼
は
ず
、
野
に
放
牧
す
。
公
も
私
も
屠
る
こ
と
な
し
。
故
に
畜
蕃
息
す
。
凡
そ
田
宅
の
交
易
は
牛
馬
を
用
ふ
。

【
釈
語
】

・ 

蕃
息
：
盛
ん
に
繁
殖
す
る
こ
と
。

【
現
代
語
訳
】
牛
馬
に
は
飼
料
と
し
て
粟
を
与
え
ず
、
野
に
放
牧
す
る
。
官
も
民
も
こ
れ
を
屠
殺
す
る
こ
と
を
し
な
い
の
で
、
家

畜
は
盛
ん
に
繁
殖
す
る
。
土
地
家
屋
の
交
易
に
は
だ
い
た
い
牛
馬
が
用
い
ら
れ
る
。

（
三
○
）

【
正
文
】
任
載
用
車
。
故
牛
無
鞅
韉
。
車
制
輪
小
輻
疎
。
轂
用
燃
火
以
代
炬
。

【
和
訓
】
任
載
す
る
に
車
を
用
ひ
る
。
故
に
牛
の
鞅
韉
無
し
。
車
制
は
輪
小
さ
く
輻
疎
な
り
。
轂
は
燃
火
を
用
ひ
以
て
炬
に
代
ふ
。

【
釈
語
】

・ 

任
載
：
荷
物
を
載
せ
る
こ
と
。

・ 

鞅
：
牛
鞅
。
牛
が
荷
物
を
ひ
く
時
、
首
に
つ
け
る
道
具
。
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・ 

韉
：
し
た
ぐ
ら
。
鞍
の
下
に
敷
く
も
の
。

・ 

車
制
：
車
の
つ
く
り

・ 
轂
：
牛
車
な
ど
の
車
輪
の
中
央
に
あ
っ
て
，
輻
（
や
）
が
差
し
込
ん
で
あ
る
も
の
。

【
現
代
語
訳
】
荷
物
を
運
ぶ
に
は
車
を
用
い
る
の
で
牛
に
鞍
や
首
ひ
も
が
つ
い
て
い
な
い
。
車
の
つ
く
り
は
車
輪
が
小
さ
く
間
隔

も
広
い
。
轂
は
火
を
燃
や
す
際
に
用
い
、
た
い
ま
つ
の
か
わ
り
に
す
る
。

（
三
一
）

【
正
文
】
小
車
名
曰
跋
高
。
無
輪
楺
兩
木
如
弓
。
後
有
横
輗
以
受
物
。
輕
疾
勝
車
。
尤
利
雪
上
。
如
風
帆
行
水
。

【
和
訓
】
小
車
は
名
づ
け
て
跋
高
と
曰
ふ
。
輪
無
く
兩
木
を
楺
む
る
こ
と
弓
の
如
し
。
後
に
横
輗
有
り
て
以
て
物
を
受
く
。
輕
く

疾
き
こ
と
車
に
勝
れ
り
。
尤
も
雪
上
に
利
あ
り
。
風
帆
の
水
を
行
く
が
如
し
。

【
現
代
語
訳
】
小
車
は
こ
こ
で
は
跋
高
と
名
付
け
て
言
う
。
車
輪
は
無
く
て
、
二
本
の
木
を
弓
の
よ
う
に
曲
げ
る
。
後
方
に
横
輗

が
あ
り
、
そ
れ
で
物
を
受
け
る
。
軽
や
か
で
疾
い
と
い
う
点
で
は
車
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
い
る
。
雪
の
上
で
威
力
を
発
揮
す
る
。
風

を
受
け
て
ふ
く
ら
ん
だ
帆
が
水
の
上
を
行
く
か
の
よ
う
だ
。

【
解
説
】
小
倉
一
九
二
九
：
九
七
に
お
い
て
、「
跋
高
」
を
咸
鏡
北
道
で
は
발
귀
、
발
기
と
言
い
、
平
安
南
北
道
の
大
部
分
の
地
域

で
は
발
구
と
言
う
旨
の
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「
발
구
は
橇
を
意
味
す
る
。「
譯
語
纇
解
」（
金
敬
俊
、

康
煕
二
九
年
）
に
「
杷
黎
발
외
、
似
車
而
無
輪
」
と
あ
り
、「
課
程
日
錄
」（
著
者
年
代
不
明
）
に
「
杷
黎
발
외
」
と
あ
る
「
杷
黎
」・「
발

외
」
等
の
語
に
當
る
も
の
で
、
漢
語
又
は
滿
洲
語
に
出
で
た
る
も
の
で
あ
ら
う
。
此
の
橇
は
平
安
北
道
並
び
に
咸
鏡
道
の
雪
深
き

奥
地
に
最
も
多
く
行
は
れ
る
も
の
で
、
積
雪
又
は
結
氷
等
に
よ
り
自
動
車
の
運
轉
も
中
止
す
る
如
き
場
合
に
は
、
唯
一
無
二
の
交

通
運
輸
機
關
と
變
ず
る
の
で
あ
る
。
奥
地
に
あ
り
て
は
夏
期
猶
ほ
物
資
の
運
搬
に
此
の
機
を
盛
ん
に
利
用
し
つ
ゝ
あ
る
有
樣
で
あ

る
。
隨
つ
て
此
の
語
の
分
布
は
多
く
は
奥
地
に
濃
厚
に
、
鐵
道
沿
線
に
近
づ
く
に
從
つ
て
稀
薄
と
な
る
。
名
稱
の
如
き
も
平
壤
・

中
和
・
黄
州
地
方
で
は
も
は
や
발
구
と
い
は
ず
し
て
소
달
구
지
と
い
ふ
。」（
小
倉
一
九
二
九
：
九
七

－

九
八
）
な
お
、「
朴
通
事
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集
覧
上
」（
『
老
朴
集
覧
』
収
）
に
「
小
車　

一
輪
車
也
」
と
あ
る
の
は
、
現
在
の
中
国
で
の
「
小
車
（
手
押
し
車
）
」
と
同
義
と

考
え
ら
れ
る
。

（
三
二
）

【
正
文
】
犂
鎛
有
舌
無
扇
。
鋤
大
如
鍤
而
柄
長
。
不
耨
細
草
。

【
和
訓
】
犂
鎛
は
舌
有
り
て
扇
無
し
。
鋤す
き

は
大
な
る
こ
と
鍤す
き

の
如
く
し
て
柄
長
し
。
細
草
を
耨
く
さ
ぎ

ら
ず
。

【
釈
語
】

・ 

犂
鎛
：
こ
の
語
不
明
。
牛
に
つ
け
て
雑
草
を
取
る
道
具
か
。「
犂
」
は
牛
馬
に
引
か
せ
田
畑
を
耕
す
道
具
。「
鎛
」
に
は
①
古
代

の
楽
器
②
古
代
の
農
具
、
鋤
の
二
つ
の
意
味
が
あ
る
が
、
②
の
ほ
う
か
。
訳
文
で
は
「
牛
に
曳
か
せ
る
鎛
（
す
き
）
」
と
し
た
。

同
様
に
、「
舌
」
お
よ
び
「
扇
」
も
不
明
。

・ 

鋤
：
す
き
。
手
足
の
力
を
利
用
し
て
土
を
掘
り
起
こ
す
道
具
。

・ 

鍤
：
す
き
。
本
義
は
土
を
掘
る
道
具
。
土
に
さ
し
こ
み
耕
す
道
具
（
鋤
）。

・ 

耨
：
く
さ
ぎ
る
。
雑
草
を
刈
り
取
る
。

【
現
代
語
訳
】
牛
に
曳
か
せ
る
鎛す
き

は
舌
（
詳
細
不
明
）
は
あ
る
が
扇
（
詳
細
不
明
）
が
な
い
。
鋤
は
た
い
へ
ん
に
大
き
く
鍤
の
よ

う
で
更
に
柄
が
長
い
。
小
さ
い
草
を
刈
り
取
る
の
に
使
わ
な
い
。

（
三
三
）

【
正
文
】
地
宜
麻
。
織
細
布
。
無
緜
枲
不
蠶
桑
。
衣
袴
用
狗
皮
。
襪
用
牛
革
長
没
脛
。
名
曰
多
路
岐
。
不
着
鞋
屝
。

【
和
訓
】
地
は
麻
に
宜
し
。
細
布
に
織
る
。
緜
枲
無
く
蠶
桑
せ
ず
。
衣
袴
は
狗
皮
を
用
ふ
。
襪べ
つ

は
牛
革
を
用
ひ
長
き
こ
と
脛
を
没
す
。

名
づ
け
て
多
路
岐
と
曰
ふ
。
鞋
屝
を
着
せ
ず
。
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【
釈
語
】　

・ 

細
布
：
『
大
漢
和
辞
典
』（
諸
橋
轍
次
著
、
大
修
館
書
店
）
で
は
糸
の
細
い
布
、
最
近
の
辞
典
、
例
え
ば
『
中
日
大
辞
典
』（
愛

知
大
学
中
日
大
辞
典
編
纂
処
編
、
大
修
館
書
店
）
で
は
「
綿
平
織
布
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
前
後
よ
り
（
麻
の
）
平
織
り
布
を

指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

・ 

緜
：
綿
の
異
体
字
。

・ 

枲
：
か
ら
む
し
。

・ 

蠶
桑
：
蠶
は
蚕
（
か
い
こ
）。
養
蚕
と
桑
の
植
樹
。

・ 

襪
：
足
袋
。

・ 

鞋
：
先
の
と
が
っ
た
革
ま
た
は
布
製
の
履
物
。
短
靴
。
長
靴
は
靴
（
騎
馬
民
族
の
履
い
た
革
製
の
乗
馬
靴
）
と
い
う
。

・ 

屝
：
古
人
が
草
、
麻
、
革
な
ど
で
作
っ
た
は
き
も
の
。
ぞ
う
り
。

【
現
代
語
訳
】
地
は
麻
を
植
え
る
の
に
適
す
。
産
し
こ
れ
を
細
布
に
織
る
に
適
し
て
い
る
。
綿
や
苧ち

ょ

ま麻
（
カ
ラ
ム
シ
）
は
産
せ
ず
、

ま
た
養
蚕
殖
桑
を
す
る
こ
と
も
な
い
。
衣い

こ袴
（
上
下
の
服
）
に
は
犬
の
皮
を
用
い
る
。
足
袋
は
牛
革
を
用
い
、
脛
を
す
っ
ぽ
り
覆
っ

て
し
ま
う
ほ
ど
長
い
。
こ
れ
を
多
路
岐
と
名
付
け
る
。
革
靴
や
草
で
編
ん
だ
は
き
も
の
は
着
用
し
な
い
。

（
三
四
）

【
正
文
】
木
惟
檟
橡
楡
柳
。
柳
多
赤
。
無
松
栢
。
屋
材
皆
用
橡
。
窓
牖
皆
用
檟
。

【
和
訓
】
木
は
惟
だ
檟
橡
楡
柳
の
み
。
柳
は
赤
多
し
。
松
栢
無
し
。
屋
材
は
皆
橡
を
用
ひ
る
。
窓
牖
は
皆
檟
を
用
ひ
る
。

【
釈
語
】

・ 

檟
：
ヒ
サ
ギ
、
ヒ
サ
カ
ケ
。
楸
と
も
。
ノ
ウ
ゼ
ン
カ
ズ
ラ
科
の
落
葉
高
木
。
昔
、
棺
を
作
る
材
料
と
し
た
。

・ 

橡
：
ト
チ
。『
朝
鮮
王
朝
実
録
』（
太
宗
二
卷
一
年
一
二
月
二
○
日
）
に
、
国
が
米
を
輸
送
す
る
た
め
の
海
運
路
を
作
る
為
に
造

船
を
行
い
、
民
が
飢
え
て
橡
実
を
食
料
と
し
た
と
す
る
記
述
（
又
國
家
因
下
道
之
米
陸
轉
之
難
、
欲
令
海
運
、
以
林
整
爲
都
體
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察
使
、
監
督
造
船
、
飢
民
畏
之
如
虎
、
或
以
橡
實
爲
糧
。）
が
あ
る
。

・ 

楡
：
ニ
レ
。

・ 
柳
：
ヤ
ナ
ギ
。「
多
赤
」
の
記
述
か
ら
、
マ
ル
バ
ヤ
ナ
ギ
（
別
名
ア
カ
メ
ヤ
ナ
ギ
）
と
考
え
ら
れ
る
。

・ 
松
：
マ
ツ
。

・ 

栢
：
「
柏
」
の
異
体
字
。
カ
ヤ
、
カ
シ
ワ
、
ハ
ク
。

・ 

窓
牖
：
ま
ど
。「
牖
」
は
壁
に
う
が
っ
た
窓
。

【
現
代
語
訳
】
木
は
檟
ヒ
サ
カ
ケ、
橡
、
楡ニ
レ

、
柳
の
み
が
見
ら
れ
る
。
柳
は
ほ
と
ん
ど
が
ア
カ
メ
ヤ
ナ
ギ
で
あ
る
。
松
、
柏
は
見
ら
れ
な
い
。

建
材
と
し
て
は
す
べ
て
橡
を
用
い
る
。
窓
枠
に
は
す
べ
て
檟
を
用
い
る
。

（
三
五
）

【
正
文
】
海
棠
實
曰
悅
口
。
芡
仁
曰
馬
房
。
橡
實
曰
栗
。

【
和
訓
】
海
棠
實
は
悅
口
と
曰
ふ
。
芡
仁
は
馬
房
と
曰
ふ
。
橡
實
は
栗
と
曰
ふ
。

【
釈
語
】

・ 

海
棠
實
：
海
棠
は
バ
ラ
科
リ
ン
ゴ
属
な
の
で
実
は
食
用
に
で
き
る
。
和
語
で
は
一
名
長
崎
り
ん
ご
、
か
い
ど
う
な
し
と
言
わ
れ

る
。

・ 

芡
仁
：
オ
ニ
バ
ス
の
実
。
芡
頭
、
芡
仁
實
と
も
言
う
。

・ 

橡
實
：
ト
チ
ノ
ミ
か
。（
「
栃
」（
国
字
）
お
よ
び
「
杤
」（
国
字
）
の
正
字
体
は
「
橡
」
で
あ
る
。）

【
現
代
語
訳
】
海
棠
の
実
の
こ
と
を
悅
口
と
言
う
。
オ
ニ
バ
ス
の
実
の
こ
と
を
馬
房
と
言
う
。
橡
の
実
を
栗
と
言
う
。

【
解
説
】
い
ず
れ
も
食
用
に
さ
れ
る
果
実
で
あ
る
。

　

「
悅
口
」
に
つ
い
て
、
小
倉
一
九
二
九
：
九
八
に
、
咸
鏡
北
道
方
言
に
お
い
て
열
기
、
열
구
の
よ
う
に
い
う
が
、
平
安
南
北
道

で
は
こ
の
語
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
旨
の
記
述
が
あ
る
。
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「
馬
房
」
に
つ
い
て
、
小
倉
一
九
二
九
：
九
七
に
咸
鏡
北
道
で
は
말
맹
기
、
平
安
南
北
道
で
は
마　

이
（
厚
昌
）、
마
람
（
江
界
）、

마
름
（
寧
邊
・
博
川
・
安
州
・
肅
川
・
平
壌
・
順
川
・
中
和
）、
마
갬
이
（
義
州
・
龍
岩
浦
・
宣
川
・
定
州
・
龜
城
）
の
よ
う
に

言
う
と
の
記
述
が
あ
る
。

「
橡
實
」
は
現
代
語
で
は
도
토
리
、
も
し
く
は
상
수
리 

열
매
と
言
う
。「
栗
」
は
現
代
語
で
は
밤
で
あ
る
が
、
小
倉
一
九
二
七
：

二
八
に
よ
る
と
「
咸
鏡
地
方
に
は
栗
は
頗
る
稀
で
あ
つ
て
、
實
物
及
び
名
稱
を
知
ら
ぬ
者
も
多
く
、
橡
の
實
を
一
般
に
밤
と
稱
し

て
居
る
。
而
し
て
栗
の
實
を
特
別
に
明
瞭
に
言
ひ
表
は
そ
う
と
す
る
に
は
참
밤
な
る
名
稱
を
以
て
呼
ぶ
の
で
あ
る
。」
と
の
こ
と

で
あ
る
。

（
三
六
）

【
正
文
】
菓
惟
酸
梨
榛
。
花
惟
杜
鵑
。
江
邊
多
海
棠
。
瓣
大
如
芍
藥
。
實
大
如
杏
。
香
氣
郁
烈
。
野
池
或
有
蓮
菱
。
藥
惟
五
味
子
。

文
廟
社
稷
祭
享
、
果
用
海
棠
實
。
棗
栗
之
代
或
用
白
糖
赤
豆
。
無
漆
無
靛
。
間
有
紫
芝
。
紅
藍
可
染
。

【
和
訓
】
菓
こ
の
み

は
惟
だ
酸
梨
、
榛
の
み
。
花
は
惟
だ
杜
鵑
の
み
。
江
邊
に
海
棠
多
し
。
瓣
は
大
な
る
こ
と
芍
藥
の
如
く
。
實
は
大
な

る
こ
と
杏
の
如
し
。
香
氣
郁
烈
た
り
。
野
池
に
或
ひ
は
蓮
、
菱
有
り
。
藥
は
惟
だ
五
味
子
の
み
。
文
廟
と
社
稷
の
祭
享
に
果
は
海

棠
實
を
用
ふ
。
棗
栗
の
代
と
し
て
或
ひ
は
白
糖
と
赤
豆
を
用
ひ
る
。
漆
無
く
靛
無
し
。
間
に
紫
芝
有
り
紅
、
藍
と
も
染
む
可
し
。

【
釈
語
】

・ 

酸
梨
：
梨
の
一
種
。

・ 

杜
鵑
：
ツ
ツ
ジ
科
植
物
の
総
称
。

・ 

五
味
子
：
チ
ョ
ウ
セ
ン
ゴ
ミ
シ
。
モ
ク
レ
ン
科
蔓
性
の
常
緑
植
物
。
果
実
を
強
壮
剤
に
す
る
。

・ 

文
廟
：
孔
子
廟
。

・ 

社
稷
：
李
朝
時
代
、
国
王
が
国
民
の
た
め
に
祭
っ
た
土
地
の
神
（
社
）
と
穀
物
の
神
（
稷
）。

・ 

祭
享
：
祭
祀
す
る
。
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・ 

白
糖
：
①
白
砂
糖
、
②
白
い
飴
、
の
意
が
あ
る
が
、
棗
の
代
わ
り
な
の
で
白
い
飴
の
ほ
う
か
。

・ 

赤
豆
：
紅
豆
と
も
。
ア
ズ
キ
。

・ 
靛
：
濃
藍
色
の
染
料
。

・ 
紫
芝
：
マ
ン
ネ
ン
タ
ケ
。
霊
芝
と
も
言
う
。

【
現
代
語
訳
】
果
実
は
惟
だ
酸
梨
と
榛
は
し
ば
みの

み
で
あ
る
。
花
と
い
え
ば
ツ
ツ
ジ
し
か
な
い
。
江
辺
に
は
海
棠
が
た
く
さ
ん
あ
る
。
花

瓣
の
大
き
い
こ
と
と
い
っ
た
ら
芍
藥
の
よ
う
で
あ
る
。
実
は
杏
ほ
ど
も
大
き
い
。
強
い
香
り
が
あ
る
。
あ
る
い
は
池
に
は
蓮は
す

や
菱ひ
し

が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
薬
と
い
っ
た
ら
た
だ
五
味
子
が
あ
る
の
み
だ
。
孔
子
廟
と
社
稷
の
祭
祀
に
供
え
物
の
果
物
に
は
海
棠
の

実
を
用
い
る
。
棗
と
栗
の
代
り
に
、
白
い
飴
と
ア
ズ
キ
を
用
い
る
。
漆
は
無
く
て
靛
も
無
い
。
間
に
紫
芝
が
あ
り
、
紅
藍
と
も
に

染
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
三
七
）

【
正
文
】
穀
宜
黍
稷
粟
秫
大
小
麥
耳
牟
。
早
霜
不
種
秋
麰
。
無
水
田
少
種
稲
。
麯
用
稷
釀
用
秫
。
故
村
無
沽
酒
。
官
用
火
酒
。

【
和
訓
】
穀
は
黍
、
稷
、
粟
、
秫
、
大
小
の
麥
耳
、
牟ぼ
う

に
宜
し
か
ら
ん
。
早
霜
な
れ
ば
秋
麰
を
種
か
ず
。
水
田
無
く
少ま
れ

に
稲
を
種
く
。

麯
は
稷
を
用
ひ
、
釀
に
は
秫
を
用
ふ
。
故
に
村
に
沽
酒
無
し
。
官
は
火
酒
を
用
ふ
。

【
釈
語
】

・ 

穀
：
穀
物
。

・ 

黍
：
キ
ビ
。

・ 

稷
：
高
梁
。

・ 

粟
：
ア
ワ
。

・ 

秫
：
高
梁
。
特
に
粘
り
気
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
い
う
。
多
く
は
焼
酎
を
作
る
の
に
用
い
る
。

・ 

麥
耳
：
燕
麦
。
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・ 

牟
：
小
麦
。

・ 

麰
：
大
麦
。

・ 
麯
：
こ
う
じ
。

・ 
沽
酒
：
店
売
り
の
酒
。

・ 

火
酒
：
ア
ル
コ
ー
ル
分
の
強
い
酒
。

【
現
代
語
訳
】
穀
物
と
し
て
黍き
び

、
稷
こ
う
り
ゃ
ん、
粟あ
わ

、
粘
り
気
の
あ
る
高
梁
の
大
小
、
燕
麦
、
大
麦
を
育
て
る
の
に
適
し
て
い
る
。
早
霜
が

来
る
の
で
秋
に
大
麦
の
種
付
け
は
し
な
い
。
水
田
が
無
い
の
で
稲
は
少
し
し
か
撒
か
な
い
。
麯
こ
う
じ

に
は
普
通
の
高
梁
を
用
い
て
、
酒

を
醸
す
に
は
粘
り
気
の
あ
る
高
梁
を
用
い
る
。
そ
の
よ
う
な
わ
け
で
村
に
は
買
っ
て
来
た
酒
は
な
い
。
官
で
は
ア
ル
コ
ー
ル
度
の

高
い
酒
を
用
い
る
。

　

（
三
八
）

【
正
文
】
土
不
産
楮
。
紙
用
耳
麥
稈
擣
成
。
名
曰
黃
麻
紙
。
公
私
文
書
皆
用
之
。

【
和
訓
】
土
は
楮ち
ょ

を
産
せ
ず
。
紙
は
耳
麥
の
稈
を
用
ひ
擣
成
す
。
名
づ
け
て
黃
麻
紙
と
曰
ふ
。
公
私
の
文
書
は
皆
な
之
を
用
ふ
。

【
釈
語
】

・ 

楮
：
一
般
に
紙
の
原
料
と
な
る
木
。
こ
う
ぞ
。

・ 

擣
：
た
た
く
、
搗
く
。

【
現
代
語
訳
】
楮
が
育
た
な
い
の
で
、
紙
は
エ
ン
バ
ク
の
茎
を
使
い
擣
い
て
作
る
。
な
づ
け
て
黃
麻
紙
と
言
う
。
公
私
の
文
書
に

は
全
て
こ
れ
を
用
い
る
。

【
解
説
】
通
常
中
国
で
「
黃
麻
紙
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は
「
黄
麻
（
ジ
ュ
ー
ト
、
シ
ナ
ノ
キ
科
）
」
が
原
料
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。「
耳

麥
」
は
燕
麦
（
イ
ネ
科
）
な
の
で
、
こ
の
「
黃
麻
紙
」
も
本
来
の
「
黄
麻
紙
」
で
は
な
く
、
方
言
語
彙
か
と
考
え
ら
れ
る
。
麦
や

稲
の
茎
（
藁
）
を
原
料
と
し
て
作
ら
れ
る
紙
は
日
本
語
で
は
「
わ
ら
半
紙
」
と
い
う
名
称
が
あ
り
、
北
塞
で
は
祖
末
な
「
わ
ら
半

熊本学園大学　文学・言語学論集　第22巻第１号（2015年６月15日） (80) ―80―

(25)



紙
」
の
こ
と
を
、
過
去
に
中
国
の
皇
帝
か
ら
の
聖
詔
が
書
か
れ
て
い
た
黄
麻
紙
に
か
け
て
「
黄
麻
紙
（
황
마
지
）
」
と
呼
ん
で
い

た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

（
三
九
）

【
正
文
】
土
不
産
蠟
。
燭
用
麻
榦
蓬
莖
。
塗
以
稷
穅
以
燃
火
。
名
曰
燈
。

【
和
訓
】
土
は
蠟
を
産
せ
ず
。
燭
に
は
麻
榦
蓬
莖
を
用
ふ
。
塗
る
に
稷
穅
を
以
て
、
以
て
火
を
燃
す
。
名
づ
け
て
燈
と
曰
ふ
。

【
釈
語
】

・ 

蠟
：
広
義
に
は
、
ウ
ル
シ
科
の
ハ
ゼ
ノ
キ(

櫨)

や
ウ
ル
シ
の
果
実
を
蒸
し
て
果
肉
や
種
子
に
含
ま
れ
る
融
点
の
高
い
脂
肪
を
圧

搾
す
る
こ
と
で
し
て
抽
出
し
た
も
の
を
指
す
。
こ
こ
で
は
実
の
な
る
木
（
ハ
ゼ
、
ウ
ル
シ
）
の
こ
と
を
指
す
か
。

・ 

燭
：
と
も
し
び
。

・ 

蓬
：
よ
も
ぎ
。

・ 

稷
穅
：
穅
は
糠
に
同
じ
。
高
梁
の
外
皮
（
ぬ
か
）
の
意
か
。

【
現
代
語
訳
】
土
地
に
は
蠟
の
原
料
と
な
る
ハ
ゼ
、
ウ
ル
シ
が
生
育
し
な
い
。
明
り
に
は
麻
や
蓬
の
茎
を
用
い
る
。
灯
心
に
高
梁

の
糠
を
塗
っ
て
固
め
て
火
を
燃
や
す
。
こ
れ
を
燈
と
言
う
。

（
四
○
）

【
正
文
】
土
不
産
荏
。
油
用
麻
子
汴
。
以
調
羹
炙
。

【
和
訓
】
土
は
荏
え
ご
ま

を
産
せ
ず
。
油
は
麻
子
汴
を
用
ふ
。
以
て
羹
あ
つ
も
のを

調
へ
炙
る
。

【
釈
語
】

・ 

荏
：
え
ご
ま
。

・ 

羹
：
肉
に
野
菜
を
混
ぜ
て
作
っ
た
ス
ー
プ
。
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・ 

麻
子
汴
：
字
義
通
り
に
は
麻
の
実
を
絞
っ
た
も
の
。
現
在
の
亜
麻
仁
油
に
相
当
す
る
か
。

【
現
代
語
訳
】
土
地
に
は
荏
が
生
育
し
な
い
の
で
、
油
は
麻
汁
を
用
い
る
。
こ
れ
で
汁
や
炙
り
も
の
の
味
を
と
と
の
え
る
。

（
四
一
）

【
正
文
】
慶
興
赤
池
多
。
鯽
魚
長
或
二
尺
餘
。
一
邑
皆
網
取
食
之
不
盡
。
造
山
浦
產
秀
魚
黃
魚
。

【
和
訓
】
慶
興
は
赤
池
多
し
。
鯽
魚
は
長
き
こ
と
或
ひ
は
二
尺
餘
な
り
。
一
邑
、
皆
網
で
取
り
て
之
を
食
ひ
て
も
盡
き
ず
。
造
山

浦
は
秀
魚
黃
魚
を
產
す
。

【
釈
語
】

・ 

赤
池
：
地
名
か
。「
赤
く
濁
っ
た
池
」
と
い
う
意
味
か
。
こ
こ
で
は
仮
に
後
者
の
意
味
で
訳
す
。

・ 

鯽
魚
：
フ
ナ
。

・ 

秀
魚
：
ボ
ラ
。

・ 

黃
魚
：
ニ
ベ
（
グ
チ
、
イ
シ
モ
チ
）
の
類
。

・ 

造
山
浦
：
地
名
か
。

【
現
代
語
訳
】
慶
興
に
は
赤
く
濁
っ
た
池
が
多
い
。
鯽
魚
は
長
い
も
の
で
二
尺
余
り
に
も
な
る
。
一
つ
の
邑
で
皆
網
を
持
っ
て
取
っ

て
食
べ
て
も
尽
き
る
事
が
な
い
。
造
山
浦
で
は
秀
魚
や
黄
魚
が
と
れ
る
。

　

（
四
二
）

【
正
文
】
豆
滿
江
產
松
魚
。
每
四
月
風
和
始
出
。
巨
口
鱗
極
細
。
鰓
有
四
。
似
松
江
之
鱸
。
名
曰
松
魚
。
其
以
是
歟
。
夏
有
魚
似

秀
魚
而
小
。
俗
名
夜
來
。
秋
產
鰱
魚
。
長
數
尺
。
連
隊
泝
流
而
上
。
一
網
或
得
數
十
。

【
和
訓
】
豆
滿
江
は
松
魚
を
產
す
。
每
四
月
に
風
が
和
め
ば
始
め
て
出
ず
。
巨
口
に
し
て
鱗
は
極
め
て
細
な
り
。
鰓
は
四
有
り
。

松
江
の
鱸
に
似
る
。
名
づ
け
て
松
魚
と
曰
ふ
。
其
れ
是
の
以ゆ
え

か
。
夏
に
魚
の
秀
魚
に
似
て
小
な
る
有
り
。
俗
に
夜
來
と
名
づ
く
。
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秋
は
鰱
魚
を
產
す
。
長
さ
數
尺
な
り
。
隊
を
連
ね
泝
流
し
て
上
る
。
一
網
に
し
て
或
ひ
は
數
十
を
得
る
。

【
釈
語
】

・ 
松
魚
：
マ
ス
。

・ 
鰱
魚
：
ハ
ク
レ
ン
。

【
現
代
語
訳
】
豆
滿
江
は
マ
ス
が
と
れ
る
。
四
月
に
風
が
や
わ
ら
い
で
か
ら
や
っ
と
出
て
く
る
。
口
が
お
お
き
く
、
鱗
は
た
い
へ

ん
小
さ
い
。
鰓
が
四
つ
あ
る
。
松
江
の
鱸
と
似
て
い
る
。
名
を
松
魚
と
言
う
が
、
そ
れ
は
松
江
の
鱸
に
似
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う

か
。
夏
は
秀
魚
に
似
た
小
さ
い
魚
が
と
れ
る
。
世
間
で
は
夜
来
と
名
づ
け
て
い
る
。
秋
は
ハ
ク
レ
ン
が
と
れ
る
。
長
さ
が
数
尺
も

あ
る
。
群
れ
に
な
っ
て
川
を
さ
か
の
ぼ
る
の
で
、
一
網
で
数
十
匹
を
つ
か
ま
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
四
三
）

【
正
文
】
豆
滿
江
禁
行
船
。
海
口
有
漁
船
。
皆
用
全
木
聯
合
爲
底
。
刳
木
如
槽
。
爲
左
右
板
。
彼
中
所
謂
亇
尚
也
。
此
駕
海
往
來

南
關
。
堅
緻
。
罕
具
載
。

【
和
訓
】
豆
滿
江
は
行
船
を
禁
ず
。
海
口
に
漁
船
有
り
。
て
皆
全
木
を
用
ひ
、
聯
合
し
て
底
と
爲
す
。
木
を
刳え
ぐ

る
こ
と
槽
の
如
く
し
、

左
右
の
板
と
爲
す
。
彼
れ
所
謂
亇
尚
に
中
る
な
り
。
此
海
に
駕
し
て
南
關
を
往
來
す
。
堅
緻
に
し
て
罕
に
具
載
す
。

【
釈
語
】

亇
尚
：
亇
尚
船
（
마
상
선
、
マ
サ
ン
船
）。
麻
尚
船
と
も
。
巨
木
を
く
り
ぬ
い
て
船
と
し
た
も
の
と
解
説
さ
れ
る
が
、
実
際
に
は

平
板
な
板
を
切
り
出
す
た
め
の
製
材
の
技
術
的
な
問
題
に
よ
り
、
ノ
コ
ギ
リ
で
木
を
曳
く
か
わ
り
に
巨
木
を
縦
に
割
っ
た
も
の
を

薄
く
く
り
ぬ
い
た
も
の
を
並
べ
る
こ
と
で
板
状
に
し
、
そ
れ
を
船
の
左
右
の
壁
と
し
、
船
底
を
広
げ
る
た
め
に
丸
太
を
組
ん
だ
も

の
を
船
底
に
し
た
平
底
船
（
竜
骨
の
無
い
船
）
の
意
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
船
で
は
、
荷
物
の
積
載
は
一
般
に
行
わ
な
か
っ
た
こ
と

は
、『
朝
鮮
王
朝
實
錄
』（
明
宗
一
○
卷
五
年
二
月
二
六
日
）
の
記
述
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。（
穀
物
を
慶
尚
道
か
ら
咸
鏡
道
ま
で

輸
送
す
る
手
段
と
し
て
マ
サ
ン
船
で
輸
送
す
る
に
は
積
載
量
が
少
な
く
日
数
も
か
か
り
す
ぎ
る
し
、
大
船
を
新
造
し
て
も
沈
没
の
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危
険
は
避
け
ら
れ
ず
、
許
多
の
国
穀
が
沈
没
す
れ
ば
辺
疆
の
民
だ
け
で
は
な
く
三
道
の
民
に
も
弊
害
を
及
ぼ
す
の
で
、
穀
物
で
は

な
く
綿
布
を
送
る
こ
と
で
軍
資
を
備
え
る
旨
の
議
論
。
原
文
：
移
穀
實
邊
、
雖
是
美
意
、
自
慶
尙
至
于
咸
鏡
、
海
路
險
惡
、
漕
運

甚
艱
。
若
以
亇
尙
船
輸
轉
、
則
容
載
數
少
、
雖
止
萬
石
、
數
月
之
內
、
未
易
畢
輸
。
若
用
新
造
大
船
、
則
遇
風
濤
卒
起
、
必
致
撞

碎
。
許
多
國
穀
、
若
致
敗
沒
、
非
徙
惠
不
及
邊
民
、
只
使
三
道
之
人
、
受
弊
而
已
。
今
考
戶
曹
本
道
留
穀
之
數
、
不
至
竭
乏
、
請

(

乏)

姑
停
移
粟
之
議
、
但
多
送
緜
布
、
隨
歲
豐
歉
、
減
價
貿
穀
、
以
備
軍
資
。）

【
現
代
語
訳
】
豆
滿
江
で
は
船
の
運
航
が
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
海
口
に
は
漁
船
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
丸
太
を
繋
い
で
船
底
と
し
た

も
の
で
あ
る
。
巨
木
を
槽
の
よ
う
に
く
り
ぬ
い
て
左
右
の
板
と
し
て
い
て
、
い
わ
ゆ
る
亇
尚
（
マ
サ
ン
）
船
で
あ
る
。
北
の
人
々

は
こ
れ
に
乗
っ
て
海
路
を
下
っ
て
南
関
に
至
る
。
マ
サ
ン
船
は
堅
牢
緻
密
で
あ
る
が
、
荷
物
を
積
載
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
し
な

い
。

（
四
四
）

【
正
文
】
捕
青
魚
夻
魚
以
網
、
無
泰
魚
以
釣
、
文
魚
以
叉
、
淡
菜
海
蔘
以
鉤
。

【
和
訓
】
青
魚
夻
魚
を
捕
ふ
に
は
網
を
以
て
し
、
無
泰
魚
は
釣
を
以
て
し
、
文
魚
は
叉
を
以
て
し
、
淡
菜
海
蔘
は
鉤
を
以
て
す
。

【
釈
語
】

・ 

青
魚
：
セ
イ
ギ
ョ
、
ニ
シ
ン

・ 

夻
魚
：
大
口
魚
の
意
か
。
タ
ラ
。

・ 

無
泰
魚
：
不
詳
。
李
根
雨
二
○
一
○
で
は
「
『
新
増
東
國
輿
地
勝
覧
』（
一
五
三
○
）
に
は
咸
鏡
道
明
川
の
物
産
条
に
無
泰
魚

が
見
え
る
。
明
川
は
ほ
か
で
も
な
く
最
初
に
明
太
が
取
れ
た
場
所
と
し
て
伝
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
黄
道
淵

の
『
方
藥
合
編
』（
一
八
八
四
）
で
は
、「
明
太
は
明
川
か
ら
と
れ
る
さ
か
な
で
あ
り
、
無
泰
魚
と
も
い
う
」
と
記
録
し
て
い
る
。

し
か
し
、『
輿
地
圖
書
』（
一
七
六
五
）
で
は
、
明
川
の
無
泰
魚
と
吉
州
の
明
太
魚
を
併
記
し
て
お
り
、
無
泰
魚
が
明
太
と
同
じ

魚
で
あ
る
か
確
か
で
は
な
い
」
と
し
て
い
る
。
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・ 

文
魚
：
ミ
ズ
ダ
コ

・ 

淡
菜
：
怡
貝
の
干
し
た
も
の
か
。

・ 
海
蔘
：
ナ
マ
コ

【
現
代
語
訳
】
ニ
シ
ン
や
タ
ラ
を
捕
ら
え
る
に
は
網
を
用
い
、
無
泰
魚
（
明
太
魚
か
。
詳
細
不
明
）
は
釣
で
、
ミ
ズ
ダ
コ
は
叉
（
さ

す
ま
た
、
先
端
が
分
か
れ
て
叉
に
な
っ
た
も
の
）
で
、
怡
貝
や
ナ
マ
コ
は
鉤
を
用
い
る
。

（
四
五
）

【
正
文
】
昆
布
海
藿
生
於
海
中
暗
嶼
。
惟
明
川
地
方
及
慶
興
之
西
水
羅
串
有
之
。
毎
三
四
月
採
。
乘
船
中
流
。
灑
魚
膏
於
水
面
。

則
洞
見
水
底
。
乃
以
長
木
掇
取
。
兵
營
先
採
之
。
其
次
地
方
官
。
其
次
鎭
將
。

【
和
訓
】
昆
布
海
藿
は
海
中
の
暗
嶼
に
生
ず
。
惟
だ
明
川
地
方
及
び
慶
興
の
西
水
羅
串
に
の
み
之
れ
有
り
。
毎
三
四
月
に
採
る
。

船
に
乘
り
て
中
流
し
、
魚
膏
を
水
面
に
灑
げ
ば
則
ち
水
底
を
洞
見
す
。
乃
は
ち
長
木
を
以
て
掇
ひ
取
る
。
兵
營
先
に
之
を
採
り
、

其
の
次
に
地
方
官
、
其
の
次
に
鎭
將
な
り
。

【
釈
語
】

・ 

海
藿
：
ワ
カ
メ
の
こ
と
か
。

・ 

魚
膏
：
海
藻
を
採
取
す
る
際
、
朝
鮮
半
島
で
は
以
前
は
魚
の
内
臓
の
腐
ら
せ
た
も
の
を
海
の
表
面
に
撒
く
事
で
海
面
を
落
ち
着

か
せ
、
海
底
が
よ
く
見
渡
せ
る
よ
う
に
し
た
と
い
う
。

・ 

長
木
：
伝
統
的
な
海
藻
漁
に
用
い
ら
れ
る
。

・ 

兵
營
：
朝
鮮
時
代
、
各
軍
の
軍
司
令
官
が
駐
屯
し
た
陸
軍
基
地
。

【
現
代
語
訳
】
コ
ン
ブ
、
ワ
カ
メ
は
海
中
の
暗
嶼
に
生
ず
。
明
川
地
方
及
び
慶
興
の
西
水
羅
串
に
の
み
生
息
す
る
。
毎
年
三
四
月

に
漁
を
行
う
。
船
に
乘
っ
て
ゆ
き
、
魚
膏
を
水
面
に
ま
け
ば
げ
水
底
が
よ
く
み
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
、
長
木
で
す
く
い
と
る
。

兵
営
が
先
に
捕
り
、
次
に
地
方
官
、
次
に
鎮
将
が
採
る
。

「北塞記畧」訳注（二）(85)―85―

(30)



【
解
説
】
朝
鮮
半
島
北
部
で
の
伝
統
的
な
昆
布
、
ワ
カ
メ
漁
の
様
子
を
記
録
し
た
も
の
で
、「
魚
膏
」「
長
木
」
な
ど
前
世
紀
前
半

ま
で
の
朝
鮮
半
島
で
は
行
わ
れ
て
い
た
い
く
つ
か
の
技
法
も
散
見
す
る
。

（
四
六
）

【
正
文
】
龍
鬚
產
於
明
川
鏡
城
海
中
。
一
莖
直
生
長
數
尺
。
細
如
筋
、
堅
如
骨
。
北
人
用
插
筆
管
。
謂
之
龍
鞭
筆
。
李
白
詩
云
、

莫
捲
龍
鬚
席
。
遼
史
云
、
高
麗
貢
龍
鬚
草
席
。
蓋
織
此
爲
席
也
。

【
和
訓
】
龍
鬚
は
明
川
鏡
城
の
海
中
に
產
す
。
一
莖
は
直
生
し
長
さ
數
尺
な
り
。
細
き
こ
と
筋
の
如
く
、
堅
き
こ
と
骨
の
如
し
。

北
人
は
插
筆
管
に
用
ふ
。
之
を
龍
鞭
筆
と
謂
ふ
。
李
白
の
詩
に
云
く
、
龍
鬚
席
を
捲
く
莫
か
れ
。
遼
史
に
云
ふ
。
高
麗
は
龍
鬚
草

席
を
貢
ぐ
。
蓋
し
此
を
織
り
て
席
と
爲
す
な
ら
ん
。

【
釈
語
】

・ 

龍
鬚
：
コ
ヒ
ゲ
イ
、
コ
ヒ
ゲ
と
も
い
う
。
イ
草
科
の
多
年
草
。

【
現
代
語
訳
】
龍
鬚
は
明
川
鏡
城
海
中
に
產
す
。
茎
は
直
生
し
長
さ
は
数
尺
に
な
る
。
筋
の
よ
う
に
細
く
、
骨
の
よ
う
に
硬
い
。

北
人
は
筆
を
挿
す
管
と
し
て
用
い
た
。
こ
れ
を
龍
鞭
筆
と
い
っ
た
。
李
白
の
詩
に
曰
く
「
龍
鬚
席
を
捲
く
莫
か
れ
」。
遼
史
に
次

の
よ
う
に
言
う
。「
高
麗
は
龍
鬚
草
席
を
貢
ぐ
」
と
い
う
の
は
、
思
う
に
、
こ
れ
を
織
っ
て
筵
を
つ
く
る
の
で
あ
ろ
う
」

（
四
七
）

【
正
文
】
鹿
茸
每
五
月
獵
取
、
七
月
進
獻
。
惟
茂
山
多
產
而
良
。

【
和
訓
】
鹿
茸
は
每
五
月
に
獵
取
し
、
七
月
に
進
獻
す
。
惟
だ
茂
山
の
み
多
く
產
し
良
し
。

【
現
代
語
訳
】
鹿
茸
は
毎
年
五
月
に
採
取
し
、
七
月
に
献
上
す
る
。
茂
山
が
多
く
産
し
品
も
良
い
。
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（
四
八
）

【
正
文
】
鐵
鹽
。
北
關
諸
邑
皆
用
鐵
盆
、
煮
海
水
成
鹵
。
其
法
鐵
盆
受
水
數
石
用
。
木
槽
盛
水
注
于
盆
。
火
煎
一
晝
夜
、
得
鹽
十

餘
斗
。
色
黔
味
濁
。
不
如
土
鹽
白
而
淸
。
惟
不
畏
濕
。
鐵
盆
重
一
千
五
百
斤
。
用
兩
跋
高
載
、
十
牛
曵
之
云
。

【
和
訓
】
鐵
鹽
。
北
關
諸
邑
は
皆
鐵
盆
を
用
ゆ
。
海
水
を
煮
て
鹵
を
成
す
。
其
法
は
水
數
石
を
受
け
た
る
鐵
盆
を
用
ゆ
。
木
槽
に

水
を
盛
り
盆
に
注
ぐ
。
火
に
て
煎
す
る
こ
と
一
晝
夜
、
鹽
十
餘
斗
を
得
る
。
色
黔
く
味
濁
る
。
土
鹽
の
白
に
し
て
淸
な
る
に
如
か

ず
。
惟
だ
濕
を
畏
れ
ざ
る
の
み
。
鐵
盆
は
重
き
こ
と
一
千
五
百
斤
な
り
。
兩
跋
高
を
用
ひ
て
載
せ
、
十
牛
に
て
之
を
曵
く
と
も
云

ふ
。

【
釈
語
】

・ 

鰱
魚
：
ハ
ク
レ
ン
。

・ 

斤
：
尺
貫
法
で
一
斤
＝
一
六
両
＝
約
六
○
○
グ
ラ
ム
。
鉄
鍋
は
一
千
五
百
斤
は
約
二
四
○
○
キ
ロ
か
。

・ 

跋
高
：
正
文
（
三
一
）
を
参
照
。

【
現
代
語
訳
】
鉄
塩
に
つ
い
て
。
北
関
諸
邑
は
皆
岩
塩
で
は
な
く
鉄
鍋
を
用
い
、
海
水
を
煮
て
鹵
（
塩
の
異
体
字
）
を
成
す
。
そ

の
製
法
と
は
、
水
数
石
を
が
入
る
ぐ
ら
い
の
鉄
鍋
を
使
う
。
木
槽
に
入
れ
た
水
を
鉄
鍋
に
注
ぎ
、
火
で
一
昼
夜
煮
詰
め
る
こ
と
で

塩
十
余
斗
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
色
は
黒
み
を
帯
び
て
い
て
味
も
濁
っ
て
い
る
。
と
て
も
岩
塩
の
白
く
て
澄
ん
で
い
る
状
態
に

は
及
ば
な
い
。
た
だ
、
湿
気
に
は
強
い
。
鉄
鍋
は
大
変
重
く
二
四
○
○
キ
ロ
も
あ
り
、
二
台
の
そ
り
を
用
い
て
載
せ
、
牛
一
○
匹

で
こ
れ
を
曳
く
と
も
言
う
こ
と
で
あ
る

（
四
九
）

【
正
文
】
沙
鐵
出
於
會
寧
鍾
城
。
磁
器
產
於
明
川
會
寧
。
北
地
無
强
鐵
。
但
以
沙
鐵
作
釜
鼎
。
農
器
更
用
破
器
鍛
成
。
斧
鎌
之
屬

錟
利
。
無
減
強
鐵
。
與
南
土
異
。

【
和
訓
】
沙
鐵
は
會
寧
鍾
城
に
出
づ
。
磁
器
は
明
川
會
寧
に
產
す
。
北
地
は
强
鐵
無
し
。
但
し
沙
鐵
を
以
て
釜
鼎
を
作
る
。
農
器
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は
破
器
を
更
用
し
鍛
成
す
。
斧
鎌
の
屬
は
錟
利
な
り
。
強
鐵
を
減
ら
す
こ
と
無
し
。
南
土
と
異
な
れ
り
。

【
現
代
語
訳
】
沙
鉄
は
會
寧
鍾
城
で
産
出
す
る
。
磁
器
は
明
川
會
寧
に
産
す
る
。
北
地
に
は
強
鉄
が
無
い
が
、
沙
鉄
で
釜
鼎
を
作

る
こ
と
が
で
き
る
。
農
器
は
壊
れ
た
鉄
器
を
も
う
い
ち
ど
使
っ
て
鍛
え
て
作
る
。
斧
鎌
と
い
っ
た
た
ぐ
い
は
鋭
利
で
あ
る
が
、
強

鉄
を
減
ら
す
こ
と
の
な
い
の
が
、
南
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

（
五
○
）

【
正
文
】
西
水
羅
海
中
有
島
。
水
鳥
皆
入
棲
。
遺
卵
於
草
間
大
如
拳
。
色
或
白
或
青
或
黄
或
斑
斕
。
漁
人
得
之
剖
食
。
其
殻
可
盃
。

故
名
曰
卵
島
。

【
和
訓
】
西
水
羅
海
中
に
島
有
り
。
水
鳥
皆
な
入
り
て
棲
む
。
卵
を
草
間
に
遺
し
大
な
る
こ
と
拳
の
如
し
。
色
は
或
ひ
は
白
く
或

ひ
は
青
く
或
ひ
は
黄
に
し
て
或
ひ
は
斑
斕
な
り
。
漁
人
之
を
得
て
剖
食
す
。
其
の
殻
は
盃
に
す
る
も
可
な
り
。
故
に
名
づ
け
て
卵

島
と
曰
ふ
。

【
現
代
語
訳
】
西
水
羅
海
中
に
島
が
あ
り
、
水
鳥
が
皆
そ
こ
に
入
り
込
ん
で
棲
ん
で
い
る
。
水
鳥
は
卵
を
草
間
に
生
み
、
そ
の
大

き
さ
は
拳
ほ
ど
も
あ
る
。
色
は
あ
る
も
の
は
白
く
、
あ
る
も
の
は
青
く
、
あ
る
も
の
は
黄
色
く
、
あ
る
も
の
は
斑
で
あ
る
。
漁
師

は
こ
れ
を
捕
っ
て
食
べ
る
。
そ
の
殻
は
盃
に
も
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
島
の
名
前
を
卵
島
と
言
う
。

（
五
一
）

【
正
文
】
每
五
六
月
水
漲
時
淸
人
人
各
騎
一
亇
尚
舟
流
下
豆
江
。
使
通
事
問
情
。
則
謂
往
瑟
海
煮
鹽
採
藿
云
。

【
和
訓
】
每
五
六
月
水
の
漲
る
時
、
淸
人
、
人

各
お
の
お
の

亇
尚
舟
に
騎
り
て
豆
江
を
流
れ
下
る
。
通
事
を
し
て
情
を
問
わ
し
め
ば
、
則

ち
瑟
海
に
往
き
て
鹽
を
煮
て
藿
を
採
る
と
云
ひ
て
謂
く
。

【
釈
語
】

・ 

瑟
海
：
朝
鮮
語
で
슬
해
。「
瑟
」
は
「
大
き
な
琴
」
の
意
味
で
あ
り
、
海
岸
線
の
形
を
「
大
き
な
琴
」
と
見
立
て
て
北
塞
近
辺
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の
海
を
そ
う
呼
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
清
人
が
豆
滿
江
か
ら
流
れ
着
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
お
そ
ら
く
河
口
周
辺
を
瑟
海

と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
具
体
的
な
場
所
等
詳
細
に
つ
い
て
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

【
現
代
語
訳
】
毎
年
五
六
月
、
水
の
漲
る
頃
に
、
清
人
（
中
国
人
）
が
一
人
各
一
艘
の
マ
サ
ン
舟
に
乗
っ
て
豆
満
江
を
流
れ
下
っ

て
く
る
。
通
訳
に
事
情
を
尋
ね
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
瑟
海
に
往
き
塩
を
煮
、
ワ
カ
メ
を
採
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 

（
孔
州
風
土
記　

了
）

参
考
文
献

李
根
雨
（
二
○
一
○
）「
韓
国
明
太
漁
業
始
末
」（
神
奈
川
大
学　

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
書
Ⅰ
）
一
七
三

－

一
八
○
。

小
倉
進
平
（
一
九
二
四
）『
新
羅
語
と
慶
尚
北
道
方
言
』
大
阪
：
大
阪
東
洋
學
会
。

小
倉
進
平
（
一
九
二
七
）『
咸
鏡
南
北
道
の
方
言
』
京
城
：
朝
鮮
語
研
究
會
。

小
倉
進
平
（
一
九
二
九
）『
平
安
南
北
道
の
方
言
』
京
城
：
京
城
帝
國
大
學
。

小
倉
進
平
（
一
九
三
○
）『
咸
鏡
南
道
及
び
黃
海
道
方
言
』
京
城
：
京
城
帝
國
大
學
。

京
都
大
学
文
学
部
東
洋
史
研
究
室
編
（
一
九
六
一
、一
九
六
七
改
定
増
補
）『
改
定
増
補
東
洋
史
辞
典
』
東
京
：
東
京
創
元
社
。

〔
追
記
〕

前
回
『
熊
本
学
園
大
学　

文
学
・
言
語
学
論
集
』
第
二
十
一
巻
第
二
号
に
掲
載
し
た
「
『
北
塞
記
畧
』
訳
注
（
一
）
孔
州
風
土
記
」

に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
訂
正
い
た
し
ま
す
。
字
句
の
誤
り
を
訂
正
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
特
に
傍
線
に
て
こ
れ
を
示
し
ま
し

た
。

（
一
）【
現
代
語
訳
】
摩
天
嶺
は
端
川
と
吉
州
の
間
に
盤
據
し
、
咸
鏡
南
道
と
咸
鏡
北
道
の
分
岐
点
で
あ
る
。
摩
天
嶺
の
南
側
を
南
關

と
言
い
、
北
方
を
北
關
と
言
う
。

（
三
）【
和
訓
】
鏡
城
以
北
之
を
六
鎭
と
謂
ふ
。
六
邑
は
分
か
れ
て
豆
滿
江
邊
に
列
す
。
曰
く
會
寧
、
鍾
城
、
茂
山
、
穩
城
、
慶
源
、

慶
興
な
り
。

（
四
）【
和
訓
】
慶
興
、
古
の
孔
州
の
地
。
昔
、
人
の
掘
り
て
銅
印
を
得
る
有
り
。
而
し
て
文
に
「
匡
州
防
禦
使
印
」
と
曰
ふ
。
故
に
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一
號
を
匡
州
と
云
う
。
初
め
て
慶
源
府
を
孔
州
に
設
け
る
。
世
宗
十
年
、
會
叱
家
の
地
に
移
治
す
る
も
、
以
て
孔
州
の
古
地
と
距
た

り
、
隔
遠
に
し
て
守
り
難
け
れ
ば
、
復
た
孔
州
古
城
を
修
す
。
萬
戶
を
析
置
し
、
孔
州
等
の
處
に
僉
節
制
使
を
兼
ね
る
。
十
七
年
傍

近
の
民
戸
三
百
を
割
き
之
に
屬
せ
し
め
、
孔
城
縣
を
置
く
。
僉
使
を
以
て
縣
事
を
兼
ね
さ
し
む
。
十
九
年
穆
祖
肇
基
の
地
た
る
を
以

て
、
陞
せ
て
郡
と
爲
し
、
慶
興
と
改
稱
す
。
二
十
五
年
更
に
其
の
城
を
廣
げ
、
陞
せ
て
都
護
府
と
為
す
。【
釈
語
】
都
護
府
：
高
麗

お
よ
び
朝
鮮
李
王
朝
時
代
に
設
置
さ
れ
た
辺
境
防
備
の
た
め
の
行
政
機
関
。

（
五
）【
解
説
】
四
鎮
お
よ
び
阿
吾
地
堡
、
撫
夷
堡
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
成
宗
實
録
二
十
四
年
（
一
四
九
三
）
に
次
の
記
載
が
あ
る
。

「
阿
吾
地
距
撫
夷
堡
不
遠
、
撫
夷
之
民
入
保
於
阿
吾
地
、
民
多
無
家
可
容
、
故
設
土
宇
、
以
居
之
。
請
加
築
撫
夷
城
、
子
低
微
處
、

仍
留
防
以
除
其
弊
。」（
阿
吾
地
は
撫
夷
堡
か
ら
遠
か
ら
ず
し
て
、
撫
夷
の
民
は
阿
吾
地
に
入
保
す
る
も
、
民
多
く
は
家
の
容
る
べ
き

も
の
無
く
、
故
に
土
宇
を
設
け
て
、
以
て
之
に
居
ら
し
む
。
請
う
て
撫
夷
城
を
加
築
し
、
子
の
低
微
に
處
る
も
の
は
、
仍
ち
留
防
し

て
以
て
其
の
弊
を
除
か
ん
と
す
。）

（
六
）【
和
訓
】
慶
興
は
山
に
緣
り
て
城
と
爲
す
。
城
は
豆
江
に
臨
み
、
南
は
滄
海
に
連
な
る
。
盖
し
我
が
國
の
東
北
の
地
の
盡
頭
、

而
し
て
府
城
の
中
に
居
る
。
四
鎭
環
珙
し
、
碁
の
布
し
星
の
列
す
る
が
如
し
。

（
七
）【
正
文
】
孔
州
極
北
不
毛
之
地
也
。
三
春
無
花
、
八
月
見
雪
。
衣
無
纊
絮
、
食
惟
黍
粟
。
而
地
踔
遠
人
民
希
。
瘠
土
無
積
聚
、

大
與
中
國
之
上
郡
北
地
俗
相
類
。
久
爲
女
眞
野
人
之
所
據
、
多
有
被
鄙
之
風
。
其
利
樺
皮
麻
布
貂
豽
之
皮
。【
和
訓
】
孔
州
は
極
北

の
不
毛
の
地
な
り
。
三
春
花
無
く
、
八
月
に
雪
を
見
る
。
衣
は
纊
絮
無
く
、
食
は
惟
だ
黍
粟
の
み
。
而
し
て
地
は
踔
遠
に
し
て
人
民

希
れ
な
り
。
瘠
土
は
積
し
ゃ
く
じ
ゅ

聚
無
し
、
大
い
に
中
國
の
上
郡
北
地
の
俗
と
相
類
す
。
久
し
く
女
眞
野
人
の
據
す
る
所
と
爲
り
、
多
く
被
鄙

の
風
有
り
。
其
の
利
は
樺
皮
麻
布
貂
豽
の
皮
な
り
。【
現
代
語
訳
】
孔
州
は
北
の
果
て
に
あ
る
不
毛
の
地
で
あ
る
。
春
に
花
が
咲
く

こ
と
は
な
く
、
秋
の
初
め
に
雪
を
見
る
。
着
る
も
の
に
綿
は
新
し
い
も
の
も
古
い
も
の
も
入
っ
て
い
な
い
（
こ
の
よ
う
に
寒
い
の
に
、

綿
入
れ
な
ど
無
い
、
と
い
う
こ
と
）。
食
べ
る
も
の
は
黍
か
粟
の
み
で
あ
る
。
は
る
か
に
遠
い
場
所
に
あ
る
の
で
人
は
ほ
と
ん
ど
い

な
い
。
土
は
瘠
せ
た
ま
ま
、
新
し
い
土
が
積
み
重
な
る
こ
と
は
な
い
。
中
国
の
上
郡
北
地
と
よ
く
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
長
い

こ
と
女
眞
野
人
に
よ
っ
て
占
領
さ
れ
て
お
り
、
た
い
へ
ん
賤
し
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
雰
囲
気
も
あ
る
。
白
樺
の
皮
、
麻
布
、
貂
豽
の
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皮
と
い
う
天
然
資
源
に
恵
ま
れ
て
い
る
。
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